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平成２８年塩尻市議会９月定例会 

福祉教育委員会会議録 
 

○日  時  平成２８年９月１２日（月）  午前１０時００分 

○場  所  全員協議会室 

○審査事項 

 議案第 １号 平成２７年度塩尻市一般会計歳入歳出決算認定について中 歳出２款総務費中１項総務管理費

１４目市民交流センター費、３款民生費（１項社会福祉費８目国民健康保険総務費、９目後期

高齢者医療運営費及び４項国民年金事務費を除く）、４款衛生費中１項保健衛生費１目保健衛

生総務費、２目予防費、３目保健対策費、４目母子保健指導費、５款労働費中１項労働諸費３

目ふれあいプラザ運営費、１０款教育費 

○出席委員 

委員長   西條  富雄 君     副委員長   小澤  彰一 君 

 委員   金田  興一 君       委員   篠原  敏宏 君 

委員   山口  恵子 君       委員   丸山  寿子 君 

○欠席委員 

なし 

―――――――――――――――――――――――――――――――――― 

○説明のため出席した理事者・職員 

省略 

―――――――――――――――――――――――――――――――――― 

○議会事務局職員 

議会事務局長  青木  隆之 君    議会事務局次長 横山 文明 君 

議事調査係長  藤間 みどり 君    

―――――――――――――――――――――――――――――――――― 

午前９時５７分 開会 

○委員長 全員おそろいで、いいでしょうか。定刻よりちょっと早いんですが、始めさせていただきます。それ

では、ただいまから平成２８年度９月定例会福祉教育委員会を開会いたします。本日の委員会は、委員が全員出

席しております。この際申し上げます。審査に関する御発言は録音しておりますので、委員、職員ともに全てマ

イクを使用していただきますように御協力をお願いします。なお、本日は音声自動文字起こし装置を使用してお

りますので、御発言に関しましては、より明確に滑舌よく、また、ほかの人との発言が重ならないようにお願い

いたします。 

審査に入る前に理事者から挨拶があればお願いいたします。 
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―――――――――――――――――――――――――――――――――― 

理事者挨拶 

○副市長 おはようございます。大変お忙しいところ、福祉教育委員会を開催いただきましてありがとうござい

ます。どうぞよろしく御審査をいただきますようお願いを申し上げます。 

○委員長 ありがとうございます。それでは、本日とあすの日程を申し上げます。当委員会に付託されました議

案は別紙付託案件表のとおりであります。詳細の日程については副委員長から申し上げます。 

○副委員長 皆様おはようございます。きょうとあすの審査の日程を申し上げます。これから直ちに審査に入り

ます。議案７件、請願１件、陳情２件です。あすの審査終了後の視察は予定しておりません。以上です。 

○委員長 ありがとうございました。それでは、早速審査に入ります。 

なお、発言に際しましては議事の円滑な進行のため、委員長の指名を受けた者のみの発言といたします。議事

進行への御協力をお願いいたします。また、議案の審査に関係する職員の出席といたしますので、議案の審査、

案件に関係のない職員の随時退席を認めます。 

審査に入る前に、資料の差しかえがありますので、説明をお願いいたします。 

○こども課長 大変申しわけございません。資料の差しかえを一部お願いしたいと思います。お手元の資料にな

ります。平成２７年度決算説明資料になります。こちらをお開きいただきまして１５ページになります。こちら

の７番保育料等収納実績表のほうでございますけれども、その１番上の表になります。（ア）の収入の状況になり

ますが、こちらの表の１番下の合計になりますけれども、そこが間違っておりましたので、皆さんのお手元に差

しかえということで資料をお配りさせていただきましたので、そちらのほうへ差しかえということでお願いをし

たいと思います。大変申しわけございません。よろしくお願いいたします。 

○委員長 ありがとうございます。それでは、審査に入らせていただきます。 

―――――――――――――――――――――――――――――――――― 

議案第１号 平成２７年度塩尻市一般会計歳入歳出決算認定について中 歳出２款総務費中１項総務管理費１

４目市民交流センター費、３款民生費（１項社会福祉費８目国民健康保険総務費、９目後期高齢者

医療運営費及び４項国民年金事務費を除く）、４款衛生費中１項保健衛生費１目保健衛生総務費、

２目予防費、３目保健対策費、４目母子保健指導費、５款労働費中１項労働諸費３目ふれあいプラ

ザ運営費、１０款教育費 

○委員長 まず、議案第１号平成２７年度塩尻市一般会計歳入歳出決算認定について中、歳出２款総務費中１項

総務管理費１４目市民交流センター費、３款民生費（１項社会福祉費８目国民健康保険総務費、９目後期高齢者

医療運営費及び４項国民年金事務費を除く）、４款衛生費中１項保健衛生費１目保健衛生総務費、２目予防費、３

目保健対策費、４目母子保健指導費、５款労働費中１項労働諸費３目ふれあいプラザ運営費、１０款教育費を議

題といたします。審査を区分して行います。 

まず、歳出２款総務費中１項総務管理費１４目市民交流センター費、決算書の９４ページから９９ページ、３

款民生費中１項社会福祉費２目障害者福祉費、１０８ページから１１７ページまでの説明を求めます。 

○交流支援課長 それでは、１４目市民交流センター費について御説明申し上げます。決算書につきましては９

４ページ、説明資料は４２ページでございます。決算書備考欄によりまして、主なもののみ説明させていただき
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ます。めくっていただきまして９７ページから説明をさせていただきます。２行目の白丸でございますが、市民

交流センター管理諸経費、決算額１億１，３３０万１４２円のうち、下の４つ目の黒ポツ、営繕修繕料でござい

ますが、じゅうたんの張りかえや小破の修理にかかわる修繕費でございます。そこから５つ目の黒ポツになりま

す施設管理委託料３，６７２万円でございますが、こちらにつきましては、市民交流センターの総合施設管理業

務を株式会社サニウェイ塩尻営業所に委託いたしまして、施設整備、保守点検、警備業務、清掃業務等を行った

ものであります。次の黒ポツ、駐車場整理業務委託料２２１万２，７８０円ですが、塩尻地域シルバー人材セン

ターに委託いたしまして、内容としましては、交流センターの西側及び北側の平面駐車場の整理、清掃を行った

ものであります。その下、駐車場使用料８１７万３，３２０円でございますが、立体の市営駐車場を管理します、

しおじり街元気カンパニーへ交流センター利用者の駐車料金の支払いを行ったものでございます。黒ポツ一番下

になりますが、施設管理分担金５，７１１万１，２２６円になります。えんぱーく管理組合への電気水道代等の

負担の支払いをしたものでございます。 

次の白丸、市民交流センター交流企画事業１，６８３万５３７円でございますが、その中で６つ目の黒ポツ、

講師謝礼１２５万２，９００円でございますが、こちらは交流支援課で企画実施しました４３事業の各イベント、

講師等にかかわる講師への支払いでございます。延べで３，６００人の参加をいただいております。７つ下にな

りますが、黒ポツ、ＩＴ講座運営事業委託料４４８万２，０００円でございますが、ＮＰＯ法人グループＨＩＹ

ＯＫＯへ委託をいたしまして、ワード、エクセル等基礎講座を初め、暮らしに応用できるはがきの作成等５６講

座を開催をいたしました。延べ８６７人の参加でございました。１つ飛びましてその下、市民営提案事業委託料

１２８万１，９６０円でございますが、これは市民営事業委託ということで、市民交流センター事業のうち、ビ

ジネス支援、青少年に関するもの、シニアに関するものにつきまして団体等の皆様から効率的効果が上がる事業

ということで提案をいただきまして２つの事業を委託したものでございます。１つは、青少年関係でＮＰＯ法人

わおんさんにお願いしまして、これは小学生対象でございますが、キャリア教育の一環ということで、おしごと・

ことごと・ゼミナールをやりまして、延べで４８名参加をしていただきました。消防署の仕事、警察の仕事、そ

れからお店の仕事、あるいは青年協力隊の仕事など興味深い仕事をやりまして、小学生でありましたが、一生懸

命勉強をしていただきました。もう１つはビジネス支援でございますが、ノアーズに委託をしまして、これから

の働き方を考える講座ということで、講演会、あるいは読書に関係した講座をお願いをいたしまして、延べで２

５０人の参加者がございました。 

次に協働のまちづくり推進事業、決算額４２３万１，８２２円でございますが、この中の一番下の黒ポツ、市

民活動支援業務委託料１４７万４，２００円になりますが、こちらにつきましては、市民活動業務の一部を中間

支援組織えんのわに委託しまして、市民活動にかかわる交流会、研修会の開催、団体の情報収集、市民活動相談

業務を行ってまいりました。９９ページになります。３つ目の黒ポツでございます。まちづくりチャレンジ事業

補助金１１７万４，２０７円につきましては、協働のまちづくり基金を活用といたしまして広く市民公益活動団

体の主体的な事業を支援するために、６事業にまちづくりチャレンジ事業補助金の交付を行いました。次の黒ポ

ツ、えんぱーくらぶ協働推進事業負担金１０４万５，６８６円につきましては、えんぱーくの市民サポート組織

でございます、えんぱーくらぶの主体的な運営を目指しまして、くらぶの主体的事業の企画、実施の費用を負担

することにより、活動の活性化を図ってまいりました。 
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最後の白丸、市民交流センター情報関連機器運用事業になりますが、こちらにつきましては、利用者用のコン

ピューターネットワークの入れかえとシステムの追加を行いました。 

最後に、市民交流センターの２７年度の利用状況につきましてでございますが、年度末現在、２７年度では６

７万１，３５８人が利用をしていただきまして、２２年の開館からの入館者は延べ３６４万４，７９３人となり

まして、５月には開館からの入館者３００万人の達成記念セレモニーを開催しました。お子様連れの家族の皆様

から御年配の皆様まで多くの方にご利用をいただいております。以上でございます。 

○福祉課長 それでは、決算書１０８、１０９ページをごらんください。また、決算説明資料につきましては、

４６ページ以降をよろしくお願いいたします。まず、３款民生費１項社会福祉費１目社会福祉総務費ですが、１

ページおめくりいただきまして、決算書１１０、１１１ページをごらんください。１つ目の白丸、社会福祉事業

費、３つ目の黒ポツ、災害見舞金は、平成２７年度の住宅火災における全焼４件、４世帯に対し、生活再開のた

めの見舞金を支給したものでございます。 

次の白丸、地域福祉推進事業は、決算説明資料４６ページ下段に掲載してございますので、あわせてごらんく

ださい。上から５つ目の黒ポツ、地域福祉協働推進補助金から下の補助金は、地域福祉活動の支援や社会福祉に

関する自主グループ活動の育成支援を行うため、塩尻市社会福祉協議会に対し支出したものでございます。その

うち一番下の黒ポツ、地域支え合い事業補助金は、地域福祉の担い手を育成するため、福祉サポーター講座を７

回開催しました。また、災害時要援護者避難支援プランに位置づけました災害時要援護者避難支援登録制度によ

り、災害時要援護者登録名簿に新たに登録いただいた方は８６人、延べ８８４人となりました。この登録者名簿

は、区長及び民生委員に提供いたしました。 

３つ目の白丸、民生委員等活動推進費は、民生委員の活動を支援するための事業費で、民生委員の皆さんには

さまざまな分野の相談に応じていただき、年間相談支援件数は４，６８２件となってございます。その他、民生

委員の方には高齢者対象の講座、サロン、行事や会議への出席などにもかかわられました。２つ目の黒ポツ、民

生委員協議会活動補助金は市単独事業として、次の民生委員活動費等補助金は県支出金として、活動補助金を交

付したものでございます。 

１つ飛びまして次の白丸、ふれあいセンター洗馬施設維持費は、塩尻市社会福祉協議会への指定管理料で、指

定期間は、平成２５年から平成２９年までの５カ年の３年目となってございます。開所日数は３０４日、地域福

祉講座や生きがいづくり講座への参加など、利用者の延べ人数は２万２，０７３人、入浴者数は１万７，９８４

人となりました。 

次の白丸、ふれあいセンター広丘施設維持費は、決算説明資料４７ページの上段に掲載してございますので、

あわせてごらんください。塩尻市社会福祉協議会への指定管理料とマイクロバスリース料で、指定期間は、平成

２７年度から平成３１年度までの５カ年の１年目となっております。開所日数は２９０日、利用者は当初計画を

大幅に上回り、延べ人数３万１，２９６人、入浴者数２万２，４０３人の方に利用をいただきました。介護予防

など、講座は年間４７８回開催され、延べ６，７３６人の方に参加していただきました。 

一番下の白丸、臨時福祉給付金給付事業につきましては、平成２６年４月に実施された消費税引き上げによる

影響を緩和するため、暫定的・臨時的な措置としまして、市県民税非課税者９，８５４人に対し、国が支給する

給付金を給付したものでございます。 
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それでは、決算書１ページおめくりいただきまして、決算書１１２、１１３ページをごらんください。１つ目

の白丸、子育て世帯臨時特例給付金給付事業は、消費税の引き上げに伴い、子育て世帯の家計の負担を軽減し、

消費の下支えを図るため、児童手当の受給者８，１７３人に対し、国が支給する給付金を支給したものでござい

ます。 

２つ目の白丸、生活困窮者自立支援事業につきましては、決算説明資料４７ページの中段に掲載してございま

すので、あわせてごらんください。経済的な問題により生活に困窮している人の相談窓口として、生活就労支援

センターまいさぽ塩尻・東筑を設置し、塩尻市社会福祉協議会の委託により、主任相談支援員１名、相談支援員

１名を配置し、生活の自立に向けた相談支援を実施いたしました。年間新規相談人数は１６７人、相談支援延べ

回数は１，９８９回で、生活保護に至る前に相談支援を実施することができました。 

次の白丸、年金生活者等支援臨時福祉給付金給付事業は、低所得者の高齢者向けの臨時福祉給付金を平成２８

年度４月から給付するために、給付金システムの改修を委託したものでございます。 

次に、２目障害者福祉費２つ目の白丸、障害者福祉事務諸経費の下から４つ目の黒ポツ、総合福祉システム使

用料は、障害者手帳取得者等の情報を管理するシステム使用料でございます。次の障害福祉システム使用料は、

障害福祉サービスの報酬の重複請求等をチェックするための請求審査業務トータルサポートソフトの使用料でご

ざいます。 

それでは、１ページおめくりいただきまして、決算書１１４、１１５ページをごらんください。１つ目の白丸、

障害者生活支援事業は、決算説明資料４７ページの下段に掲載してございますので、あわせてごらんください。

２つ目の黒ポツ、障害者福祉センター指定管理料は、塩尻市社会福祉協議会への指定管理料、指定管理期間は平

成２７年度で終了し、塩尻市社会福祉協議会に無償譲渡いたしました。開館日数２４３日、利用延べ人数２，３

１８人、言語聴覚士や音楽療法士によることばの教室等の利用人数は３０２人となってございます。１つ飛んで、

次の通所通園通院等推進事業補助金は、人工透析患者延べ１６８人、通所施設利用者等延べ１２人の交通費等経

費の一部を助成したものでございます。下から４つ目の黒ポツ、重度心身障害者等タクシー利用料金助成費は、

普通タクシーの利用者１７２人、寝台タクシー利用者５人となってございます。次の重度心身障害者等家族介護

者慰労金は、重度心身障害者と同居し、年間１８０日以上介護している３４人の方に年額８万円を給付したもの

でございます。 

２つ目の白丸、障害者福祉サービス事業は、決算説明資料４８ページ上段に掲載してございますので、あわせ

てごらんください。障害者総合支援法及び障害者福祉法による障がい児・障がい者へのサービス利用等に対し給

付を行ったものでございます。４つ目の黒ポツ、障害者等補装具給付費は、車椅子や補聴器等の購入５５件、義

肢や補聴器、車椅子等の修理５０件となってございます。次の障害福祉サービス給付費は、３月末の支給決定者

数３８９人で、前年度より５人の増加ですが、金額のほうは４，９９０万７，０００円余の増加となってござい

ます。次の療養介護医療給付費は、障害福祉サービスの療養介護サービスを利用している１５人の方の医療給付

費でございます。次の障害児通所等給付費は、３月末の支給決定者数は１０４人で、前年度より７人の増加、７

０３万５，０００円余の増加となってございます。障害福祉サービス及び障害児通所等給付費のサービスを利用

するためには、指定特定相談支援事業所が作成する障がい者の心身の状況や生活環境等を勘案し、利用するサー

ビスの内容を定めた計画案に基づき、市は本人の意向や日常生活を向上させることができるか等を確認し、支給
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決定やモニタリングの期間等を決定することになりますが、この認定調査を１６２件実施いたしました。 

次に、３つ目の白丸、地域生活支援事業は、決算説明資料４８ページの中段に掲載してございますので、あわ

せてごらんください。１つ目の黒ポツ、手話通訳者・要約筆記者派遣賃金は、聴覚障害者等からの申請に基づき、

手話通訳者６５６回、要約筆記者１６２回の派遣賃金でございます。８つ目の黒ポツ、点訳奉仕員等養成事業委

託料は、塩尻市社会福祉協議会へ手話、点字、要約筆記入門講座等を業務委託したものでございます。手話講座

は昼の部１５人、夜の部１２人、点字講座は初級講座２人、中級２人、要約筆記入門講座７人、朗読ボランティ

ア養成講座７人が受講をいたしました。次の地域生活支援センター事業運営委託料は、日中活動や余暇活動等の

地域支援事業として宗賀共同作業所はＮＰＯ法人マシュマロ、それから楢川共同作業所はＮＰＯ法人ビレッジな

らかわに、塩尻市社会福祉協議会すみれの丘での６講座の開催を、それぞれ業務委託したものでございます。そ

の下、障害者相談支援事業等委託料は、松本圏域自立支援協議会や、圏域内４カ所の総合支援センター等の運営

費のうち、本市分の委託料でございます。塩尻市民からの相談件数は２，３９７件となってございます。下から

３つ目の黒ポツ、地域生活支援事業給付費は、家庭での入浴が困難な重度身体障がい者や障がい児の訪問入浴サ

ービス、延べ７１２件、移動支援延べ９７０件、日中一時支援延べ４６０人のサービス利用に対する給付費でご

ざいます。次の障害者等日常生活用具給付費は、排泄管理支援用具や情報・意思疎通支援用具等を１４０人に給

付したものでございます。 

一番下の白丸、自立支援医療給付事業は、決算説明資料４８ページの下段に掲載してございますので、あわせ

てごらんください。心身の障がいを除去、軽減するための医療費の自己負担を軽減するための給付事業で、４つ

目の黒ポツ、更生医療給付費は、身体障害者福祉法に基づき身体障害者手帳の交付を受けた者が対象となり、実

人数は６４人、入院１１４件、入院以外２８０件、延べ件数３９４件。次の育成医療給付費は、児童福祉法に規

定された１８歳未満の障がい児を対象としたもので、実人数３５人、入院４２件、入院以外１２２件、延べ件数

１６４件となってございます。 

それでは、１ページおめくりいただきまして、決算書１１６、１１７ページをごらんください。２番目の白丸、

障害者福祉施設費、身体障害者福祉施設負担金は、平成１０年に開設された障害者療養施設ささらの里の建設負

担金で、中信社会福祉協会へ支払いをしたもので、平成２９年までの負担となってございます。私からの説明は

以上となります。 

○委員長 ありがとうございました。それでは、ただいま御説明を受けた部分につきまして、委員の皆様から御

質問、御意見はございますでしょうか。 

○丸山寿子委員 決算書の９７ページ、資料は４２ページですけれど、市民交流センターの管理諸経費の中の営

繕修繕料についてですが、先ほど少しは説明があったんですけれど、もう少し詳しく内容を教えていただきたい

のと。開館から５年が経過しということで、修理・修繕が必要な事例がふえてきているためというふうにありま

すが、その辺についてもお聞きをしたいと思います。 

○交流支援課長 それでは、営繕修繕についてでございます。御説明いたしますと、防火シャッター、蓄電池交

換代、これが３５万６，０００円余、それから、音楽室のタイルカーペット修繕２１万５，０００円、会議室２

０２のタイルカーペットの修繕２６万９，０００円、子育て支援センタータイルカーペット修繕４８万９，００

０円、それから森のコート室内風調機の風送機モーター交換１６万円、月のコートのエアコンの圧縮機の交換３
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３万円、こういったところが主なものでございます。委員さん言われましたとおり、ことしで７年目を迎えまし

て、空調機等に修理が出てきております。今後長く使うためには計画的な修繕というものを立てていかなきゃな

らないというふうに考えておりまして、また実施計画等にも上げながら、長く使えるいい施設であるように計画

を立てていくところでございます。以上です。 

○丸山寿子委員 今説明の中で空調とありましたけれども、どこら辺の空調のことを言っているのか、もう少し

詳しく、全体ですかね。 

○交流支援課長 特に３階が一番空調機多いものですから、そこでちょくちょく、１個ずつ調子が悪くなったの

が出てきておりまして、もちろんそれも今年修繕したりフィルターのクリーニング等をしてやっておりますが、

電気物といいますと１０年、２０年持つというわけにもいかないということで、点検・修理をしながら、うまく

使えるようにしております。以上です。 

○丸山寿子委員 年数がたちまして、修理・修繕が必要ということと、もう１つ使い勝手がわかってきて、市民

からも声が出たりということがあるかと思うんですけれど、修繕といいますか、市民交流センター３階の多目的

ホールなんですけど、７月、８月とちょっとスタッフで一緒にちょっとイベントをやった中で、来ていただいた

方たちの中の声として、階段状の椅子の一番上のところはすごく暑くて、下に椅子を出したときにすごく寒くて、

その辺がもうちょっと空気が対流しないかという、何か扇風機を上につけるとか、下のほうに大型の扇風機を入

れて時々回すとか、そういったことはできないのかということをちょっと言われまして、前から温度差はあると

は思っていたんですが、例えば、上のほうに座った方は気持ちが悪くなるほど暑い、下のほうの方は本当に寒く

て上着がないと、というようなこともちょっと言われているんですけれど、そういったことの声を拾っていただ

きまして、対策はできないかと思ってちょっと質問したんですけど、どうでしょうか。 

○交流支援課長 実はおととい土曜日ですね、多目で民間会社が講演会ありまして、１００人以上が入りまして、

そういったこともありまして、大型扇風機２台持っていきまして、上のほうへ向けて空気を流すということもし

てみました。それで特別、よかったと思っております。以上です。 

○丸山寿子委員 その大型扇風機をお借りできるかどうかということを、ちょっとまだ市民の人たちも知らない

と思うので、そういったことができるということも、ちょっとＰＲをしていただいて、より快適な、非常に使い

やすい空間ではあると思うので、より参加者の皆さんがいい環境で授業を聞いたりできるようにＰＲをお願いし

たいと思います。 

○交流支援課長 私ども大事なお客様ですので、職員は感じながらやっておりますが、そういったＰＲもしてま

いりたいと考えております。以上です。 

○委員長 よろしいですか。ほかによろしいでしょうか。 

○篠原敏宏委員 えんぱーくと、あと駐車場のほうですね、そちらの管理区分の原則、これはこの委員会ではな

いかもしれませんが、実態を教えていただきたいんですが、先ほど駐車場の使用料が８１７万円ほど、えんぱー

くのほうからあると、これは利用券のガチャンと通すあれの精算で出てくるという理解でよろしいですか。 

○交流支援課長 街カンへ払っている金額でございまして、街カンから請求が来て払っているものでございます。

計算方法につきましては、塩尻市駐車場事業の設置に関する条例の運用要領に従いまして、計算をした額が街カ

ンから来て払っております。 
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○篠原敏宏委員 そういうことだと思うんですが、駐車場使用料全部のですね、元気カンパニーの収入の中のえ

んぱーくが占める割合はどのぐらいありますでしょうか。 

○委員長 わかりますか。答弁を求めます。 

○交流支援課長 済みません、そこまではちょっと把握してございません。 

○篠原敏宏委員 要は駐車場を使う、何割がえんぱーくが使うか、えんぱーくの利用状況はすごくいいというふ

うに私も理解していますし、その中では駐車場の機能というのはすごく大事ですよね。それと先ほど、下の平面

の駐車場とあわせて、駐車場がどのように使われるかというのは、えんぱーくの機能としてすごく大事な部分だ

と思うんで、これをきっちり市でも管理をしていくべきだと思うんですが。要は、立体駐車場のほうの使われ方

の中でえんぱーくが占める割合というのを常に把握をしておいてですね、その利用が上がるというのは非常にそ

ちらの経営上もいいと思うんですよ、カンパニーのほうのね。その利用状況が上がる、それを負担する、これは

市費でやるわけですが、利用状況からすると私は非常にいい使われ方だと思うので、使われ方を逆に把握をぜひ

しておいていただきたいし、後ほどまた、どのぐらいえんぱーくが占めているかという部分については、教えて

いただければと思います。よろしくお願いします。 

○交流支援課長 ではまた、街カンに調査いたしまして数字を求めてまいりますし、またいろんな調査もしなが

ら、把握に今後も努めてまいります。 

○委員長 ありがとうございます。ほかによろしいでしょうか。 

○丸山寿子委員 済みません、市民交流センターのところで、９７ページの協働のまちづくり推進事業の上にあ

ります黒ポツ、こどもアトリエタウンの負担金についてですが、もう少し詳しい、先ほど説明がなかったので、

どんな事業を２７年度だったのか、その辺についてまずお聞かせください。 

○交流支援課長 こどもアトリエタウンにつきましては、実行委員会組織で開催をいたしました。塩尻にですね、

美術館がないという関係から、塩尻周辺の芸術家の皆様に集まっていただきまして実行委員会をつくりまして、

えんぱーく３階を仮の美術館に仕立てまして、小さなペンダントをつくったり、あるいは簡単な絵を描いたりと

いうことで、１日を親子連れで楽しんでもらったという事業でございます。実際にこういう芸術に直接体験する

という機会がないものですから、大変に喜んでいただきました。子供たちのための体験型アートイベントという

ことでやっております。昨年１４ブースのワークショップを展開いたしまして、森をイメージした装飾とか、森

の中にアトリエを演出したりということで、３５０名ほどの親子連れが来ていただきました。主催はこどもアト

リエタウン実行委員会でございます。以上です。 

○丸山寿子委員 大変にぎわっていろいろいい体験ができるということで、いい取り組みだと思っているんです

が、大人に対する美術的なことというのは、美術会の絵の展示等は見かけたりするわけなんですけれど、どんな

ことをやっているのか、もし把握していましたら、えんぱーくの課としての事業でなくて、一般と言えばおかし

いけど、市民が主催でやっているものはどこまで把握しているかちょっとあれですけれど、どんな状況か把握し

ているかどうか、お願いします。 

○交流支援課長 あとは市内中学校の絵画の展示、先ほど委員さん言われました塩尻美術会の展示、うちの課と

しましては、例えばカタオカザクラの芸術づくり、サクラポットづくりとかですね、やっていますし、最近では

シニア向けの絵の講座もやりました。これは大変好評でございました。あと中での絵画教室というのはありませ
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んが、漆教室、簡単な漆教室も、一般市民でございますがやっております。またこの前は楢川地区で子供を対象

に漆の簡単な教室もやって大変にぎわっておりました。以上でございます。 

○委員長 いいですか。 

○山口恵子委員 こどもアトリエタウンの関連ですが、実行委員会組織で実施していただいているということで、

負担金額は全体の予算の何パーセント、どのくらいの割合なのかとかわかりますか。 

○委員長 答弁を求めます。 

○交流支援課長 予算的には３０万円でやっております。アトリエタウン負担金のほうは。 

○山口恵子委員 負担金が３０万円ですか。 

○交流支援課長 ３０万円です。以上です。 

○委員長 さっきの質問の答弁の答え、何パーセント。 

○山口恵子委員 済みません、負担金が３０万ということで、全体の事業の中の割合として３０万円がどのくら

いなのか。 

○交流支援課長 全体の事業といいますと、アトリエタウンの事業ということ。これが全てであります。３０万

円でやっています。 

○山口恵子委員 全額補助。そうすると、全額負担金で実施をしていただいているということですね。この事業

を本当に、やはり塩尻市には美術館がないということをかなり多くの方に指摘をされていたことと、あとこの事

業がとても人気があって、今後も継続をしてほしいという声をたくさんいただいているんですけれども、今後ど

のような計画、発展させていくのか、同じように継続していくのか、その辺の考えがありましたらお聞きします。 

○交流支援課長 もちろんことしも計画、もうどんどん進めております。参加してくださる芸術家の先生たちと

も話しながら、いろんな方向を考えながらですが、継続をしていく予定であります。以上です。 

○委員長 ほかにはよろしいでしょうか。 

○副委員長 決算書の９９ページですね、上から３つ目まちづくりチャレンジ事業補助金があります。それから

もう１つ、決算書１１１ページのところ、福祉団体等の活動の推進費の中のＮＰＯ法人活動補助金２件で４８万

円というのがあります。できる限りボランティア活動、そういうものに対する補助金というのは、できるだけ手

厚くすべきだという立場からなんですが、これはＮＰＯ法人２団体というのはどことどこなのか、それから、補

助金に対してですね、２０７円という端数が出ていますけれども、こういう、これは実際にかかったものについ

て実額で払っているのか、そこら辺の補助金の支出の仕方についてですね、ちょっと伺いたいと思います。 

○交流支援課長 １１１ページのほうはちょっと私どもの課でありませんので、そちらの課のほうで答弁をお願

いしたいと思います。まちづくり事業補助金につきましては、実際にかかった金額に対して支給をしております。

以上です。 

○副委員長 実額ですか。 

○交流支援課長 そうです。 

○委員長 １１１ページのほうは。 

○福祉課長 １１１ページのＮＰＯ法人の活動補助金２件につきましては、おはなというところとですね、ステ

ップアップファームという２カ所のところのＮＰＯ法人に補助金を２カ所出しています。これは家賃の補助金で
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して、月に２万５，０００円、上限２万５，０００円で５年間、法人できて５年間の時限的に補助をしているも

のでございます。 

○委員長 いいですか。 

○副委員長 こういうＮＰＯ団体については、審査をするときの何か基準というんですか、そういうものはある

でしょうか。 

○福祉課長 こちらのほうは、申請が上がってきたときにですね、組織とか人員体制とかを見て活動の補助金の

ほうを申請に対して決定していくものでございます。 

○副委員長 そうすると、その団体についての一応信用度というんですか、活動の内容についてはチェックされ

るわけですね。 

○福祉課長 法人の定款等、また支出の内容等の財務状況を見て、家賃の契約書を出していただいて決定してい

くものでございます。 

○委員長 いいですか。ほかにはよろしいでしょうか。 

○山口恵子委員 １１３ページの生活困窮者自立支援事業についてお聞きします。生活保護に至る前に早目に対

応していくことが重要だということで、各機関連携を深めて支援者の個々に対応していくということでお聞きし

ていましたが、４７ページの資料を見ますと、６４％が各機関からの紹介だというふうに書かれています。主に

どんなところからの紹介だったかわかりますか。 

○福祉課長 これはですね、こどもの支援課とかですね、あと私どもの福祉課の中の母子父子相談支援員とかで

すか、あとまいさぽとか、まいさぽはあそこですけども、あとはうちの生活保護に相談に来た方とか、そういっ

た団体といいますか、ほかの団体にも支援からのＰＲをしておりますので、個人で直接来られる方もいますけど

も、主はそういったこども課等も含めまして、支援員のほうの相談の話が来ましてそこでやっていると。個人か

らよりそちらのほうが多いということでございます。 

○委員長 紹介のほうが多いってこと。 

○山口恵子委員 庁内ではこども課ということですけれど、収納課のほうか、そちらのほうの関係機関からも実

際には紹介がありましたか。 

○福祉課長 ちょっと今調べますけども、収納課のほうはあまり、少ないのではないかと。ちょっと係長のほう

からでよろしいでしょうか。 

○委員長 お願いします。マイクを使ってお願いします。 

○生活福祉係長 収納課からですけれども、昨年の状況としましては、つながったものは１件もなかったんです

けれども、収納課のほうで窓口で、こういったまいさぽという相談機関ができましたということのお話はしてい

ただいております。 

○山口恵子委員 今後もやはりそういった連携をね、しっかり強化をして必要な方には必要な支援ができるよう

にしていただきたいと思います。それでですね、一人一人の状況にもよりますが、長期の生活困窮者の方の場合

には、世間的にはいきなり就労に結びつけるということが非常に困難なケースが多いということで、まず生活リ

ズムをしっかり整えるところから、実際的に行政なり社協なりがかかわって支援をしていかなきゃいけない状況

がかなりあるというふうにお聞きしていますが、市のほうはどのような状況でしょうか。そういった支援も今後



11 

 

考えていかなきゃいけないのかなというふうに感じますが、その点いかがでしょうか。 

○福祉課長 済みません、ちょっと担当の係長のほうから答えるようにいたします。 

○生活福祉係長 今おっしゃっていただいたとおり、困窮者の方についても、今現在は、もうせっぱ詰まったと

いう状況で相談に来られる方のほうが今現在は多いです。今後ですけれども、そういった方についてすぐ就労と

いうことはなかなか難しくて、生活のリズムもできていないというところが見受けられます。その点につきまし

ては、生活就労支援センターに就労相談員が兼務でおりますので、そちらのほうで生活のリズム等についての相

談支援をしていくとともに、生活保護の担当のほうにも就労支援員がおりますし、ケースワーカーがついており

ますので、その辺につきましては個々に対応させていただいて、就労のできる意欲を促進するというんですか、

促すような支援をしていきたいと思っています。その後についてなんですけれども、準備支援につきましては、

今後関係機関と話をしていく中でまた研究していきたいと思っています。 

○委員長 いいですか。 

○山口恵子委員 はい。 

○委員長 ほかにはよろしいでしょうか。 

○篠原敏宏委員 まずふれあいセンター広丘、これの実態で非常に大幅な利用状況、見込みよりも大きいという

お話があって、その土地では利用状況が上がるということはいいことだと。説明の４７ページで、当初結果を大

幅に上回り多くの方に利用をいただいたということで、利用状況は非常にいいと思いますし、いいんですが、こ

れは２つお伺いします。１つは、そのうち入浴利用者２万２，４００人余りということで、そもそもこれを最初

につくる段階では入浴施設というのを考えていなくて、そして新たに希望が大きいということで入れることにな

ったというふうに聞いていますが。これは当初、入浴施設がない場合、そうなりますと、２万２，０００人の皆

さんはどういう形でどういうところへ行ってどういうサービスを受けるか、想定になっていたのか、それとの違

いでですね、要は、ふれあいセンター広丘にその機能ができたことで非常に利用状況いいわけですが、これは、

当初の市の、当時の福祉計画の中では利用計画の見込み違い、市民のニーズとの関係、地域の状況、これとの中

で、今自己評価っていうとあれですが、部長いかがでしょうか。 

○健康福祉事業部長 当初、ふれあいセンター広丘につきましては入浴施設はつくらず、地域福祉推進の事業を

進めるためのふれあいセンターの建設を考えていたわけですけれども、ふれあいセンター広丘につきましては、

福祉避難所の機能を持たせるという中で、多くの方から福祉避難所としての機能を持たせるのであれば入浴施設

が必要ではないかというお声をいただく中で、入浴施設をつくらせていただくということに変わってきています。

この入浴施設がなかったらということなんですけれども、なければふれあいセンター洗馬をお使いになる方が、

２７年度は広丘ができたことによって減少しておりますので、その分横ばいでふれあいセンター洗馬を御利用さ

れていたと思われます。また老人福祉センター、社協に委託しているところ３施設ありますけれども、そちらの

利用者の方々も、今はふれあいセンター広丘と老人福祉センターを両方お使いになっていると思いますけれども、

老人福祉センターの利用を継続して続けられていたというふうに考えています。入浴施設をつくったということ

ですけれども、地域の皆様には大変御利用されているという中で市民の交流も深まっている、つくってよかった

のかなというふうに今は考えております。 

○篠原敏宏委員 そういうことだろうなというふうに思います。そうなれば当初の計画のところが少し逆に甘か
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ったんじゃないかなっていうふうに、評価としては。今後ですね、東地区が今度できます。そうなるとやっぱり

そういう機能、特に入浴に関するニーズだとかっていうのがやっぱり非常に多いし、高いんではないかというこ

とで、今後つくる段階でやっぱりそれは市内全市の動きの中では大きな要素ではないかと思うんで、ぜひ反省で

はないですけどね、やっていただきたいのと。あと西地区についても、洗馬に関しては今言うように機能が広丘

のほうへ分散されたということで、それ自体はトータルではいいと思うんですが、楢川地区の、あるいは遠くか

ら来られる皆さんのね、あれからすると、遠くなったわけですし、そういうことの中では、お風呂の機能自体は、

今回新しくまたなる３施設は非常にいい効果が出ると思いますのでね、いいわけですが、一応全体のバランスを

ぜひこれからも考えていただきたいなと思います。 

あと福祉避難所という今話がありましたが、福祉避難所は例えばこの間の災害の場合の福祉避難所という位置

づけ、これは桔梗荘も一部避難所機能というのもあるし、ですよね。 

○健康福祉事業部長 松塩筑木曽老とは、市とは協定を結んでおりますので避難所機能があります。 

○篠原敏宏委員 避難所についてはまた私も勉強して、興味がありますので、後ほどまた聞かせていただきます。 

もう１点よろしいでしょうか。あと障害者福祉に関してでありますが、説明書では４８ページ、決算書では１

１５ページ、地域活動支援センターの機能に関してお伺いいたします。いわゆる地活という言われ方をする機能

だと思いますが、これは宗賀は今回閉鎖になって、すみれだとかですね、マシュマロのほうへ機能が移転したと

いうふうに理解をしています。この地域活動支援センターっていう機能というのは、これはどういうふうになっ

たんですか。宗賀とか。 

○福祉課長 こちらのほうは、松本圏域のそれぞれに、うちのまいさぽとかもそうですけども、それぞれに総合

支援センターを各地に配置してございまして、そこで障がい者からの相談にのって、また紹介や手続きをしてい

るものでございます。 

○篠原敏宏委員 そうなりますと、宗賀で果たしていたいわゆる地域活動支援センターの機能というのは、滞り

なく個々の利用者の皆さんのサービス、これを分散をうまく今できて、地活の機能もすみれだとか、ほかへスム

ーズに移転しているというふうに理解をしてよろしいですか。 

○福祉課長 ４８ページの、そこにも載っておりますように、１０人の利用者がございましたが、それぞれ就労

継続支援Ｂ型とか、障害者サービスに移行して問題等なくやっておるところでございます。 

○篠原敏宏委員 そうでなければ困るわけですが、ここでもう１点だけお伺いします。楢川共同作業所も地域活

動支援センターの位置づけになっていますよね。そういうこと中で、就労支援Ｂだとか生活介護だとかって、既

存の支援のための制度にうまくはまる皆さんはいいんですが、必ずしもそうでない人たちがみえます。この人た

ちが例えば就労支援Ｂにこうやって必ず位置づけられるとかいって振り分けができればいいんですが、そうでな

い皆さんについては、引き続き地域活動支援センターっていう機能がまだ必要ではないかなって思うわけです。

その実態、宗賀の場合、あのときの説明だと４人くらいまだ決まってなかったという説明がありましたけども、

その人たちが新しいメニューだとか、制度の中でうまく溶け込めたか、あるいはその人たちに対するメンテナン

スがちゃんとできているかと。その延長に楢川の共同作業所でも実は同じ実態がありまして、私どもは心配を実

はしています。そういうことの中でどうかなということです。 

○健康福祉事業部長 共同作業所につきましては、宗賀の作業所につきましては年度内にきちんと対応ができま
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して、今新しい事業所へそれぞれ通われていて、個々の生活がしっかりできているというふうに聞いております。

楢川の作業所につきましては、現在通っていらっしゃる方で障がい者の支援区分が取れる方とそうでない方もい

らっしゃいますし、また市外の方もいらっしゃいますので、ビレッジならかわと相談しながら今後の方向を決め

ているところでありますけれども、要は、障がいの皆さんが日中の生活に困らないように一番いい方法を考えて

いくということでビレッジさんとは話をしております。その中で、この障害福祉サービスでなくて日中活動支援

事業という事業もありますので、その事業を導入することも１つの選択肢であるのではないかということを提案

させていただいて、今、ビレッジならかわさんのほうで検討されているんではないかと思われます。以上です。 

○篠原敏宏委員 検討の経過は今までＮＰＯとのやりとりの中身は私も承知を、当事者の１人でありまして、承

知はしているつもりであります。今後のですね、中で宗賀がああいう形で閉じたと、これは経過としていたし方

ないという言い方はあれなんですが、経過はわかると。さすれば、この延長上に楢川も市の大きな福祉対策の中

ではあるんではないかなって思われます。そうなりますと、個々の利用者の実態やその人たちの一人一人のあれ

から見ますと、逆に言うと不安な部分、通う、将来どうなるかっていう中では、二十何キロ通うようになります

し、遠くから通ってきて木曽のですね、そういう人たちのことをどうするかということも含めて、ぜひこの目線

の中には置いといていただいて、厚い素材になっていただきたいなと思います。これは要望にしておきます。 

○委員長 要望ということで。ほかはよろしいでしょうか。 

○丸山寿子委員 １１１ページの丸２つ目、地域福祉推進事業の中の地域支え合い事業補助金のところで、資料

のほうは４６ページの一番下にありますけれども、災害時要援護者登録制度で２７年度は登録を新たにした方が

８６人で延べ８８４人ということですが、今までの推移の中では割と登録した人が伸びているのかなという感じ 

がちょっと私はしたんですけど、その辺何かのしっかり周知する何か努力していただいたのか、その辺をお聞き

したいのと。それから、なかなかプライバシーという中で本当に多くの方に登録しておいていただきたいという

のはあるんですけれど。この名簿を区長さんとか民生委員の方に提供するのは、どんなサイクルで提供している

のか、その辺についてお聞きしたいです。 

○福祉課長 こちらの要援護者名簿等につきましては、広報あるいは民生委員の会議、区長会等において、説明

をしてございます。それからまた、名簿につきましては、異動があった方等がございますので、年に１回でござ

いますが４月ごろ毎年１回ですけれども、名簿の差しかえを依頼してお配りをしているところでございます。 

○丸山寿子委員 それから、自主グループの育成とも書いてありますけれども、このグループは大体どのくらい

の数で把握されているのかお願いします。 

○福祉課長 済みません、係長のほうから。ちょっと後ほどまた回答いたします。 

○委員長 お願いします。後ほどでいいですか。ほかによろしいでしょうか。 

○山口恵子委員 ちょっと学校とも関係があるのかと思いますが、障がいのあるお子さんは、養護学校、松本と

木曽それぞれ通っていらっしゃると思いますが、その方たちの声、保護者の方の御意見とか要望はどのように把

握されているのかお聞きします。 

○福祉課長 障がい者の方ですけれども、養護学校のほうからはですね、場合によってそれぞれの要望が市のほ

うに来るときがございますので、そちらでその様子とかがこちらに来たときに把握を。あとは懇談会がございま

して、そういったところに参加をして把握をしているというところでございます。 
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○山口恵子委員 松本に通っているお子さんも木曽に通っているお子さんも同じように行われているという、連

携がしっかりとれているということでよろしいですか。 

○福祉課長 はい。木曽のほうからも同じように報告とか要望がございます。 

○山口恵子委員 お母さん方の一番心配されている点は学校を卒業した後の行き場所、作業所なり事業所なり、

そういったところが本当に入れるかどうかということが一番心配されていまして、学校の毎年卒業する人数の把

握がちゃんとできているのか、そして施設のほうの受け入れ状況の人数が把握ができているのか、その関係がど

のようになっているのか状況をお聞きしたいと思います。 

○福祉課長 ちょっと今のそれぞれの、ちょっと私どものほうで直接そういった懇談会のときには聞きますけれ

ども、ちょっと把握を必ずしもしておりませんが、ただ、障がい者のサービス計画、それぞれのところの事業所

でつくっておりますので、そういった中で卒業のこともあわせて御相談をいただきながら進めております。 

○家庭支援課長 特別支援学校を卒業をする３年生くらいに、高等部の４年生とか３年生とかになった時期にで

すね、必ず学校と保護者、また行政機関を交えた支援会議を開催をしております。その中で、その子の能力とか

特性とかを考慮した中で、その後の進路については、行政も入った中で相談をしながら進めているというような

状況でございます。 

○山口恵子委員 作業所なり事業所なり、今でも定員がね、なかなか厳しい状況の中で、これから卒業される方

が、子供さんが本当に居場所が、社会の中での居場所があるのかどうかということがとても重要だと思います。

一人一人、生活支援が必要なのか、作業所なり事業所なり行けるお子さんなのかは一人一人状況が違うと思いま

すけれど、やはり受け入れ体制をね、しっかり計画的に立てていくことが安心感につながると思いますので、そ

の辺また対応をお願いします。 

○委員長 ほかによろしいでしょうか。 

○交流支援課長 済みません、先ほど篠原委員さんから御質問をいただいております市営駐車場の市民交流セン

ター利用者は全体の２３％ということでございます。以上です。 

○篠原敏宏委員 ありがとうございます。 

○委員長 ありがとうございます。ほかにはよろしいでしょうか。 

なければ、ここで１０分間休憩といたします。後ろの時計で１１時１５分から始めさせてもらいます。 

午前１１時０６分 休憩 

 

午前１１時１５分 再開 

○委員長 それでは休憩を解いて審査を続けます。続きまして、民生費中３目老人福祉費から５項災害救助費、

１１７ページから１４３ページまでの説明を求めます。 

○長寿課長 それでは、決算書の１１７ページをお願いをいたします。１１７ページの３目老人福祉費が長寿課

で執行する予算となりますので、主な事業につきまして御説明申し上げます。老人福祉費の白丸の３つ目にあり

ます老人福祉施設費は、起債償還に伴う負担金となります。１つ目の黒ポツが、松本市波田にあります養護老人

ホーム温心寮の建設工事費にかかわるもので、組合として構成する３市５村が均等割と人口割にそれぞれ負担を

しております。次の黒ポツが、平成１１年に広丘郷原地籍に移転した特別養護老人ホーム桔梗荘の土地購入費と
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デイサービスセンターの建設工事費にかかわる起債償還といたしまして、地元の塩尻市が全額負担しているもの

で、この負担金は平成３０年度末をもって償還が終了いたします。 

その下の白丸、老人福祉施設整備維持費の営繕修繕料は、老人福祉センターすがのの郷の給水ポンプの修繕な

ど合計３つの施設の修繕を行った事業費となります。 

白丸１つ飛ばした老人福祉センター等運営事業は、前年度決算額から約４９０万円の減となっております。こ

れは、黒ポツ一番下の老人福祉センターのむらに対する運営費補助金の減によるもので、先ほど出ました隣接す

る障害者福祉センターの規模拡張に伴いまして、２７年度から老人福祉センターの利用を個人に限るなど運営規

模を縮小したことにより、補助金の減となったものでございます。 

その下の白丸、高齢者等生活支援事業は、低所得のひとり暮らし世帯や高齢者世帯などに対する生活支援とな

ります。この中で次のページをお願いをいたします。１１９ページから始まる黒ポツの中ほど、緊急通報装置設

置移転料の４１万５，０００円余は、松本広域消防局が運営する緊急通報装置が本年３月末をもって廃止された

ことに伴う機器の撤去費用などの事業費となります。広域消防局が運営する緊急通報装置は４５人の方が利用さ

れており、廃止に伴う撤去後は緊急通報装置を取りやめた方もいらっしゃいますが、既存の民間業者が運営する

装置や本市の地域児童見守りシステムに移行されております。次の黒ポツから５つ下の高齢者にやさしい住宅改

良促進事業補助金は、６５歳以上の要支援または要介護の認定を受けている方などで、一定の所得以下の世帯を

対象に、手すりなどの住宅改修を行う費用に対しまして７０万円を限度に補助するもので、前年度の７件から１

２件へと利用世帯が増加しております。なお、この事業費に対しまして歳入で県から２分の１の補助金を受けて

おります。 

次の白丸、高齢者生きがいづくり事業の黒ポツの４つ目、老人クラブ活動助成補助金は、市友愛クラブ連合会

と単位老人クラブに対する活動補助金で、前年度決算額から１３万円の減となっております。連合会組織の市有

連に加入するクラブ数は年々減少の一途にあり、２７年度におきましても２クラブが退会するなど、年々連合会

への組織体制と活動が低下している状況でございます。 

その下の白丸、介護基盤整備費の地域介護等の補助金は、広丘堅石にあります小規模多機能型居宅介護事業所

のれんげ荘におきまして消防施設のスプリンクラーを整備したもので、歳入の国の補助金を受ける中で、国の補

助金と同額を交付したもので、いわゆるトンネル方式による補助金となります。 

その下の白丸、社会福祉センター重油流出対策事業につきましては、平成２２年に発生した重油漏れ事故に対

応するための事業費となります。全体の決算額が１０６万７，０００円余となりますが、前年度決算額から８１

万６，０００円の減とし、年次的に観測地点を減らすなど事業費の削減を図りながら観測を続けている状況でご

ざいます。 

次のページをお願いをいたします。１２１ページ最初の白丸、老人福祉施設措置費の黒ポツの４つ目、養護老

人福祉施設措置費は、養護老人ホーム温心寮など県内の４つの施設に入所されている２７人分の措置費の支払い

となります。また、その下のショートステイ事業扶助費では、養護老人ホームなどに短期的に入所されている方

に対する市の負担分となりますが、近年、このショートステイ事業におきましては、家族からの虐待により緊急

に保護をしようとする高齢者が増加しており困難事例を多く抱えている現状にございます。 

その下白丸、家庭介護者支援事業の２つ目の黒ポツ、要介護者家庭介護者慰労金は、在宅において１８０日以
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上介護されている御家庭に対しまして、要介護３が年４万円、要介護４と５が年８万円の慰労金を支給するもの

で、合計３６１の御家庭に対しまして支給をさせていただきました。 

その下の長寿祝賀事業最初の黒ポツ、長寿祝金とその下の長寿祝品は、市内最高齢の男女及び１００歳に到達

された方々に対します市からの１万円のお祝い金と合わせまして、１万円相当の祝品を贈呈したものでございま

す。なお、特別養護老人ホームなどの施設に入所されている方には祝金の贈呈を行わず、祝品のみを贈呈させて

いただいております。 

次にその下の白丸、介護予防拠点整備事業は、国の補助金の採択を受ける中で、大門三番町・四番町介護予防

交流施設として、桟敷、本山に次ぐ３例目の施設として市が建設し、１０年間の指定管理者制度のもとに地元区

に運営をお願いしたものでありますが、国の補助金につきましては、御承知のとおり、２７年度末をもって廃止

されています。以上です。 

○福祉課長 それでは、４目福祉医療費１つ目の白丸、福祉医療費給付金事業につきましては、決算説明資料５

０ページの上段に掲載してございますので、あわせてごらんください。下から６つ目の黒ポツ、審査集計事務委

託料は、医療費等の審査を長野県国民健康保険団体連合会に委託したものでございます。一番下の黒ポツ、福祉

医療費給付金は、乳幼児、高齢者、母子・父子家庭の母子、父子に対し医療費の自己負担分の軽減を図るもので

ございます。その医療費を助成したもので、給付延べ件数は１５万５，６２１件となっており、給付費は全体で

１１６万６，０００円余の減となっており、ほぼ前年並みの額となっております。 

○長寿課長 １枚おめくりをいただき、１２３ページをお願いをいたします。１２３ページ、５目の介護保険事

務費となります。２つ目の白丸の介護保険事業特別会計繰出金は、特別会計の介護給付費や事務費などに対しま

して、法に定められた負担率に応じて特別会計に繰り出しを行うものでございますけども、２７年度から導入さ

れた公費負担による保険料軽減相当額の新たな繰出金や保険給付費の増加などから、前年度決算額から２，０８

０万円余の増となっております。以上です。 

○福祉課長 それでは、６目保健福祉センター管理費、保健福祉センター管理諸経費でございますが、上から５

つ目の黒ポツ、営繕修繕料は、主に３階湯沸かし室温水器及び多目的トイレ洗浄便座、非常用照明の取りかえが

主なものでございます。下から８つ目の黒ポツ、樹木管理委託料は、保健福祉センター敷地内の支障となってお

る樹木の剪定作業を株式会社奨樹園に委託したものでございます。２つ飛ばしまして、環境整備委託料は、保健

福祉センター敷地内の花壇の除草、樹木の下枝処理、落ち葉の清掃等を平成２５年４月に施行された障害者優先

調達推進法に基づき策定しました本市の障害者就労支援施設等からの物品等の調達方針により、障害者就労支援

施設のむらダイム、すみれの丘、そよ風の家等に委託したものでございます。１番下の黒ポツ、備品購入費は、

市民交流室の音響映像装置を更新したものでございます。 

○健康づくり課長 ７目楢川保健福祉センター管理費ですけれども、施設の通常管理に要する費用でございます。

主な利用内容としましては、市の健診や相談、介護予防教室、放課後児童教室、楢川共同作業所等でございます。 

○こども課長 それでは、ページをおめくりいただきまして１２４、１２５ページをお願いいたします。２項児

童福祉費１目の児童福祉総務費２１億９，６３３万円余につきましては、こども課に関する経費のほか、福祉課

が所管する児童手当関係等の扶助費が主なものになっております。１２５ページの備考欄最初の白丸になります

が、嘱託員報酬の最初の黒ポツ、嘱託員報酬１９２人につきましては、嘱託保育士の報酬になっております。 
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３つ目の白丸、児童福祉事務諸経費は、こども課の事務経費が主なものでございまして、最初の黒ポツ、保育

所等利用調整会議委員報酬９人分につきましては、１月２８日に利用調整会議を開催しまして、入所希望者数が

保育園の定員を超える保育園につきましては、第２希望以降の保育園に移ってもらう等の調整をしていただいた

ものでございます。 

ページをおめくりいただきまして１２６、１２７ページをお願いいたします。決算説明資料は５０ページもあ

わせてごらんください。最初の白丸、民間保育所支援事業１億６，３０７万円余についてでございますが、最初

の黒ポツ、認可外保育事業補助金５４３万円余は、塩尻市に居住している乳幼児を受け入れた民間の認可外保育

所の支援を通じまして、保護者負担の軽減と入所児童の処遇向上を初め、当該保育所の支援を図ることを目的に、

児童数や延長保育などの実施状況に応じて補助したものでございます。次の黒ポツ、前年度保育所運営費国庫負

担金返還金は、前年度の民間保育所における入園児童数等の実績に応じまして概算払いをされました負担金額と

実際の数字との差額を翌年度に精算したものでございます。 

次の黒ポツになりますが、子どものための教育・保育給付費負担金につきましては、市内にある２つの社会福

祉法人立の保育園、サン・サン保育園及びよしだ保育園への運営費負担金として１億５，７４２万円余を入園児

童数に応じた法定の支弁費、これは委託料でございますけれども、それから、長時間、低年齢児保育に係る負担

金等を交付して保育園の運営を支援したものでございます。 

○福祉課長 次の白丸、児童扶養手当支給事業は、決算説明資料５１ページの上段に掲載してございますので、

あわせてごらんください。５つ目の黒ポツ、児童扶養手当システム改修委託料は、番号制度に対応するためシス

テム改修を行ったものでございます。児童扶養手当の受給者数は延べ６，５７６人となりましたが、毎年、児童

扶養手当法に基づき受給者の現況確認を実施しております。窓口への提出をお願いし、母子・父子自立支援員と

面談をし、就労や生活の実態について確認するとともに、就労を希望している４２人に対しまして就労支援を行

い、うち２人が就労することができました。 

次の白丸、児童手当支給事業の下から２つ目の黒ポツ、児童手当は、支給対象児童数は延べ１０万９５３人と

なってございます。 

○こども課長 続きまして、２目の児童運営費１７億２１８万円余は、保育園、子育て支援センター及びこども

広場に関する経費が主なものになっております。備考欄最初の白丸、保育士給与費５億８，７６２万円余の１０

２人の内訳は、園長１５人、保育士８７人となっております。 

次の白丸、保育所運営費ですが、こちらにつきましては、決算説明資料の５１ページもあわせてごらんくださ

い。保育所運営費１億６，３３０万円余につきましては、公立保育園１５園の運営経費となっております。こち

らにつきましては、前年度の決算額が３億７，５２４万円余で、その差が２億１，０００万円ほどありますが、

こちらにつきましては、給食費ですとか給食業務委託料が昨年まではこの保育所運営費の中に取り込まれており

ましたが、行政評価をより実質的に反映させるために、予算科目の細分化を行ったことによりまして、この後、

給食運営費の説明もさせていただきますが、その分の差額となっております。戻りまして、保育所運営費でござ

いますけれども、本年３月現在では１，５５８人の児童をお預かりし、保護者の育児と仕事等の両立支援に努め、

児童の健やかな成長を図りました。また、３歳未満児や障がいのあるお子さんの受け入れのほか、保護者の就労

状況にあった長時間保育、さらに、日曜祝日も受け入れる休日保育、入園していない児童のための一時保育等、
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保護者の仕事や家庭の状況に柔軟に対応する特別保育事業も実施しております。決算書の備考欄に戻りまして、

最初の黒ポツになりますが、長時間保育賃金は、朝、夕方の時間外の保育士に対応するパート職員、次の黒ポツ、

臨時保育士賃金は、保育士の休暇等に伴う代替保育士やパート保育士の賃金になっております。ページをおめく

りいただきまして１２８、１２９ページをお願いいたします。上から１０番目の黒ポツになりますが、市外保育

所入所児童委託料３万円余は、市内に居住する児童の育児を市外の保育所へ委託したもので、里帰り出産が理由

となっております。こちらについては２件というふうになっております。 

○教育総務課長 それでは、その下の白丸、保育所施設改善事業をお願いいたします。こちらは市内１５園の保

育所の施設の一般的な維持管理、整備等に関する費用でありまして、最初の営繕修繕料ですが、２７年度は主な

ものとして、みずほ保育園給食室の床の修繕、塩尻東保育園の駐車場整備などを実施しております。下から３つ

目の黒ポツですが、施設整備工事３カ所ということですが、こちらは工事請負費等明細書の４１ページのほうに

も明細、詳細ございますけれども、老朽化に伴う保育園施設の更新工事ということで、片丘保育園土砂流入防止、

遊具改善、それから、広丘野村保育園の未満児室のトイレ改修、日の出保育園軒天修繕を行っております。それ

から、その下のエアコン設置工事３カ所につきましては、広丘南保育園の給食室、それから高出保育園、広丘野

村保育園の未満児室２カ所の設置ということになっております。それから一番下の用地取得費でございますが、

平成１４年度から借用しておりました片丘保育園の駐車場用地５６８．８９平米でございますけれども、所有者

の要望によりまして２７年度に取得したというものでございます。借地料につきましては、年間９万５，０００

円でございました。これを２７０万円余で取得したというものでございます。 

○こども課長 次の白丸、育児支援推進事業５０６万円余につきましては、ここの主な事業は、あそびの広場、

高齢者との世代間交流、郷土文化伝承活動等になっております。特別保育事業としましては、各保育園などが地

域の特色を生かしながら、保育活動や支援事業を進めているもので、つどいの広場やあそびの広場は保育園に入

園していない児童と保護者向けに、施設開放や講座事業を提供し、交流活動の中で子育ての負担感や不安感が軽

減されるような取り組みを行いました。あそびの広場につきましては、年間延べ参加人数７，９２９人、世代間

交流事業につきましては４，６０３人、地域伝承事業につきましては４，５３８人の参加をいただいております。

その下４番目の黒ポツになりますが、子育て支援ショートステイ事業委託料は、保護者の都合でお子さんの養育

ができないときに、宿泊を含めてお子さんをお預かりする事業で、３カ所の児童養護施設に延べ１４人、５２泊

で児童の受け入れを委託いたしました。委託先は松本児童園、松本赤十字乳児院、木曽ねざめ学園となっており

ます。次の黒ポツ、病児・病後児保育事業委託料は、桔梗ヶ原病院内に専門の保育室でキッズステーションと申

しますが、これを設けまして、病気等が治りかけの児童延べ５０人の受け入れを委託したものでございます。子

育てショートステイ事業、病児・病後児保育事業ともに、子育てと保護者の仕事の両立支援の一助となったと考

えております。 

続いて一番下の白丸、保育補助員設置事業７０４万円余は、愛称おじいちゃん先生、おばあちゃん先生の配置

に要する経費です。全１５園に配置をし、週に２日勤務で実施をしておりますが、核家族社会におけるおじいち

ゃん、おばあちゃん先生の存在が、園児たちにとって情緒面や社交性の向上、地域の伝統文化の継承といった面

において大変有効な保育メニューになっておると考えております。 

○子育て支援センター所長 めくっていただきまして１３１ページになります。上から３つ目の白丸になります
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子育て支援センター事業についてお願いいたします。決算説明資料は５２ページになります。決算額は５６８万

９，４３５円です。歳出の主なものになりますけれども、２番目の黒ポツ、講師謝礼４４万３，５００円ですけ

れども、支援センターで開催しました講座、交流会等２１３回実施したうちの講師を招いて開催した３４回分の

講師の謝礼となっております。続いて８番目の黒ポツ、印刷製本費です。３６万３９０円ですけれども、子育て

支援センターのリーフレットとそれからイクメン手帳の増刷をいたしました。イクメン手帳は、県のながの子ど

も・子育て応援県民会議がもともと編集したものですけれども、２６年度からは塩尻市独自の活動であるパパ友

についての内容を加えた塩尻版といたしまして、母子手帳と一緒に妊娠届を出された御家庭にお渡しをしており

ます。続いて１１番目の営繕修繕料になります。１９万８，７２０円ですけれども、こちらは北部子育て支援セ

ンタープレイルームのタイルカーペットの張りかえとエアコンの移設を行いました。下から２番目になります黒

ポツ、備品購入費２４万８，２９２円は、北部子育て支援センターのワイヤレスアンプ、マイク一式と、それか

らえんぱーくプレイルーム内で使用しますパネルシアター用の大型パネルステージの購入費となっております。 

その下の白丸、こども広場事業になりますけれども、決算額は３，９１３万２，９１４円になります。主な歳

出になりますけれども、２番目の黒ポツ、講師謝礼です。６万６，５００円は、こども広場の誕生記念等のコン

サートを２回行いました。また、母親対象の講座を３回開催したものの講師謝礼となっております。それから、

めくっていただきまして１３３ページになりますけれども、上から３つ目の黒ポツ、備品購入費７万５，６００

円ですけれども、入館の際、登録カードを通して入館の確認をするカードリーダーの無停電電源装置の購入費用

となっております。上から５番目の施設管理負担金ですけれども、３，１４４万２，６６５円ですけれども、エ

レベーター、エスカレーターの保守点検料、または警備費、清掃業務、廃棄物処理業務、光熱水費等の施設の面

積割での負担となっております。 

その下の白丸、ファミリーサポートセンター事業になります。ファミリーサポート事業は、地域において乳幼

児や小学生等、子育てに関する援助を受けたい者を依頼会員といいます。そして、援助を行いたいものを提供会

員といいますけれども、その相互援助活動で、両者に対しまして連絡調整を行うこと、また、サポーターの養成

を行う事業を支援センターが担っております。２７年度は５６６件の利用がありました。決算額は４９万２，５

００円ですけれども、主なものは、ファミリーサポート養成講座の託児賃金及びサポート仲介業務に係る臨時職

員賃金８万８，３９０円と、全１０回の養成講座のうちの４回分の講師謝礼になります。 

○教育総務課長 それでは、その下の白丸、吉田原保育園・吉田児童館分館建設事業でございます。こちらは、

隣接の公園に仮設の園舎を設置いたしまして、旧園舎を解体、建て直しをしたものでございます。さらに、老朽

化をしておりました吉田児童館の分館を併設をしております。工事費請負費４億１，７００万円余ございますけ

れども、建築主体工事はそのうち３億３，４８０万円でございます。それから、仮設園舎の使用料がございます

けれども、こちらは工事期間中の仮設園舎のリース料ということで、昨年７月から２８年の３月までの９カ月分

ということでございます。３月２４日の日に竣工式と卒園式を一緒に行っておりまして、施設等は見ていただい

たというような状況でございます。備品購入につきましては、主に給食関係の備品ということになっております。 

それからその下の白丸、保育園施設リニューアル事業でございますが、こちらも説明資料のほうは５４ページ

にもございますが、老朽化をした北小野保育園、これについて内外装を大規模改修をして快適な保育環境を整備

したというものでございます。工事の概要につきましては、屋根、外壁補修、テラス等外構補修、床、内壁改修、
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太陽光発電設備新設等でございます。 

○こども課長 その下の白丸、給食運営費になります。これは先ほど御説明させていただいたもので、平成２７

年度から保育所運営費から切り離した部分となります。最初の黒ポツになりますが、臨時調理員賃金は、代替等

のパート調理員、その３つ下の黒ポツ、給食費１億１，８８６万円余につきましては、おやつを含めた給食の食

材費となっております。一番下の黒ポツ、給食調理業務委託料９，７４０万円余は、給食の調理業務を民間に委

託し運営の効率化を図っているところであります。業務委託の状況は、衛生管理の徹底はもとより、離乳食、ア

レルギー対応食等、幅広い調理に対応した業務が実施されております。昨年度までは１５園中１４園で導入し、

給食調理業務を直営で行っている保育園は北小野保育園１園でしたが、本年度から北小野保育園につきましても、

給食調理業務委託を実施し、市内全ての保育園でおいしくて安心・安全な給食の提供がなされております。各保

育園の委託料につきましては以下のとおりとなっております。 

次に、ページをおめくりいただきまして１３４、１３５ページをお願いいたします。２つ目の白丸になります。

にぎやか家庭応援事業でございます。こちらも決算説明資料５３ページをあわせてごらんいただきたいと思いま

す。にぎやか家庭応援事業８６３万円余でございますが、これは平成２７年度子育てしたくなるまち日本一の実

現に向け、未就学児童を養育している家庭に対し、３歳以上児世帯の保育料の軽減や３歳未満児世帯の家庭療育

の充実をコンセプトに子育て支援策の拡充を図りました。上から３つ目の黒ポツ、講師謝礼１０８万円につきま

しては、子育て応援講演会として教育評論家の松居和先生に、幼少期の家庭における子育ての重要性について講

演をいただきました。７月５日にはレザンホールで、続きまして１０月１３日から１２月２２までは市内１５の

公立保育園を巡回していただきまして、延べ５０８名の子育て世代の方々に参加をいただき、家庭での保育の重

要性について理解を深めていただきました。その４つ下の黒ポツになります。にぎやか家庭保育料等補助金５８

７万円余につきましては、市内幼稚園３園、市外保育園４園、市内の認可外保育園１園に通う市内のお子さんの

保護者に対して多子世帯の３歳以上児について、第２子半額、第３子以上全額について保育料の減免を行い、そ

の補助を行ったものでございます。 

その下の白丸、子ども・子育て会議委員報酬１０人分、５万円余につきましては、子ども・子育て支援法の成

立に伴いまして、市町村において各種保育事業についてのニーズ量、提供可能量、不足等があった場合に、確保

策等を盛り込んだ子ども・子育て支援事業計画を策定しております。本市につきましては、２５年、２６年度に

おきまして、この子ども・子育て会議において、元気っ子育成支援プランⅡを策定いたしましたが、１年目にお

ける計画の進捗管理を図るため、子ども・子育て会議を開催したその委員報酬になっております。 

○教育総務課長 その下に２つ繰越事業がございます。まず１つ目の丸、吉田原保育園・吉田児童館分館建設事

業の関係につきましては、先ほど御説明いたしました新設した施設の吉田原保育園部分、ＦＦ式のペレットスト

ーブ５台を設置したものでございますし、その下の白丸、保育園施設リニューアル事業の繰り越しにつきまして

は、北小野保育園の大規模改修にあわせて、同じくＦＦ式のペレットストーブ４台を設置したもので、２６年度

の補助金の関係で繰越事業で２７年度に工事とあわせて実施をしております。 

○福祉課長 次の３目ひとり親家庭福祉費２つ目の白丸、ひとり親家庭福祉推進事業２つ目の黒ポツ、ひとり親

家庭福祉事業補助金は、ひとり親しおじりが行う母子、父子、寡婦の各部会の研修費や全体事業費の親子体験教

室等の事業の補助金でございます。１つ飛んで、ひとり親家庭児童生徒就学支度金は、ひとり親家庭の児童及び
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生徒の入学を祝うとともに、激励するため、小学校、中学校の入学に対し入学祝い金を支給したものでございま

す。１つ飛んで、高等職業訓練促進費は、準看護師、看護師資格の取得を目指す２人に給付金を支給し支援した

ものでございます。 

次の白丸、児童福祉施設費の１つ目の母子生活支援施設入所委託費は、障がい者の母子が入所している自立支

援施設への入所委託料でございます。次の助産施設入所措置費は、児童福祉法第２２条第１項の規定により、経

済的理由で助産施設への入所措置をし出産した、生活保護世帯１世帯の出産入院及び分娩費でございます。 

○家庭支援課長 続きまして、４目家庭教育支援費をお願いをいたします。初めの白丸、嘱託員報酬２８０万円

余でございますが、要保護児童対策地域協議会の専門性と体制の強化を図るために、新たに社会福祉士を嘱託員

として配置をしたものでございます。 

次のページ、１３７ページをお願いいたします。２つ目の白丸、相談員報酬５３５万円余でございますが、家

庭支援課に配置をしております家庭児童相談員２人分の報酬などでございます。児童虐待を初めとする延べ１，

４４１件の家庭児童相談に対応をしております。 

次の白丸、家庭支援推進事業諸経費１２０万円余でございますが、家庭支援課が業務を行う上での諸経費にな

ります。 

次の白丸、家庭支援推進事業１２１万円余につきましては、決算説明資料５５ページをあわせてごらんをいた

だきたいと思います。２つ目の黒ポツ、養育支援員賃金６万２，０００円につきましては、養育支援訪問事業と

しまして平成２７年度から新たに始めた事業になります。子供の養育に課題を抱える家庭などに保健師や保育士

等の専門職が訪問をするというものでございまして、３家庭に対しまして延べ１６回の訪問を行い、子育てへの

助言等を行っております。継続的な見守り、また、親の不安解消に努めているものでございます。１番下の黒ポ

ツ、ＣＡＰ研修委託料６８万円につきましては、子供を暴力から守るための人権プログラムをＣＡＰしなのに委

託をいたしまして実施をしているものでございます。広丘小、吉田小、木曽楢川小の３校の３年生から５年生の

児童、またその保護者、教職員を対象にロールプレイなどを行い、全体として７９２人が参加をしまして、人権

意識の向上を図っております。 

○こども課長 続きまして、５目の児童健全育成費をお願いいたします。児童健全育成費は決算説明資料の５５

ページもあわせてごらんいただきたいと思います。こちら１億３，１１４万円余につきましては、児童館８館１

分館の運営に関する経費で、館長や児童厚生員等の人件費が主なものとなっております。備考欄３番目の白丸、

児童館・児童クラブ運営費２，８９１万円余につきましては、主に放課後や夏休みの学童保育を実施する児童ク

ラブの利用によりまして、延べ８万４，０００人余の児童に活用されました。また本来、放課後児童クラブは保

護者が就業している等の要件がございますが、本市では昨年度から放課後キッズクラブを創設し、昼間保護者が

家庭にいる児童も利用できることにより、子供の居場所づくりにも努めました。こちらにつきましては、延べ１，

４００人余の児童に活用されました。 

ページをおめくりいただきまして１３８、１３９ページをお願いいたします。上から８番目の黒ポツになりま

す。洗馬児童館指定管理料１，２９０万円余は、塩尻市社会福祉協議会へ指定管理として管理運営を委託したも

のでございます。 

○家庭支援課長 次に６目発達支援費をお願いいたします。あわせて決算説明資料５６ページをごらんをいただ
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きたいと思います。決算書備考欄、白丸の元気っ子応援事業２８３万円余でございますが、平成１８年度から始

めました元気っ子応援事業を行うための経費になります。主なものとしましては３つ目の黒ポツ、元気っ子相談

等謝礼１８９万円余につきましては、小児科医師、臨床心理士、言語聴覚士などによる相談に伴う謝礼などでご

ざいます。また、市民を対象にした元気っ子応援協議会を信州大学医学部附属病院、子どものこころ診療部長の

本田秀夫先生を講師にお招きをしまして開催をし、自閉症スペクトラムなど発達障がいへの理解を深める契機と

なっております。 

○福祉課長 それでは、３項生活保護費１目生活保護総務費につきましては、１ページおめくりいただき、決算

書１４０、１４１ページをごらんください。２つ目の白丸、生活保護事務諸経費下から４つ目の黒ポツ、生活保

護システム改修委託料は、番号制度に対応するためのシステムの改修を行ったものでございます。 

次の白丸、生活保護適正化事業は、決算説明資料５６ページ中段に掲載してございますので、あわせてごらん

ください。下から２つ目のレセプト点検委託料は、生活保護制度の適正運用を図るため、全レセプトの点検を株

式会社ニチイ学館へ委託し、医療扶助の適正化を図ったものでございます。５，６８８件のレセプト点検を行い、

過誤調整額は８８０万８，０００円余となりました。 

２目扶助費の白丸、生活保護扶助費は、決算説明資料５６ページ下段に掲載してございますので、あわせてご

らんください。最初の生活保護費は、生活保護法に基づき最低限度の生活を保護し、生活の向上が図られるよう

援助するもので、面接相談件数は１６６件、そのうち、保護開始件数４８件、保護廃止件数４９件となり、平成

２７年度平均保護世帯数は２４４世帯、被保護者数は３２９人、平成２６年度と比較すると保護世帯は１０件の

増加、保護人数は１１人の増加となりました。増加の原因としては、高齢者のみの世帯が増加傾向にあること、

それにより全体的に経済的な自立が困難な世帯が徐々にふえてきているためと考えられます。次の中国残留邦人

生活支援給付費は、中国残留邦人の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律に基づき支援給

付をするもので、６世帯９人の方に給付したものでございます。次の就労自立給付費は、就労収入増による経済

的自立をした世帯に対し、保護終了後の生活の安定及び就労の継続を支援するための給付金を６世帯に支給した

ものでございます。 

○委員長 よろしいでしょうか。区切りのいいところでお昼になりますので、ここで昼食といたします。午後１

時５分から始めたいと思いますので。休憩とします。 

午前１１時５９分 休憩 

 

午後 １時０３分 再開 

○委員長 それでは、休憩を解いて、午前中御説明いただきました部分について委員のほうから質問、御意見ご

ざいましたらお願いいたします。 

○福祉課長 午前中、丸山委員より御質問のありました地域支え合い事業の地域自主グループの育成事業につい

てでございますが、社会福祉協議会に補助をしております中で福祉サービス連絡会を１回開催し、なお、あと災

害ボランティア講座等の研修会を行っております。また、ボランティアの登録につきましては、ボランティアグ

ループ数が平成２７年度は１５６グループで３，３４９人となっており、昨年に比べまして５グループの増、人

数は１４６人の減となっております。 
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○委員長 ほかには。午前中で答弁漏れがありましたでしょうか。なければ、以外のところでもいいですが。 

○丸山寿子委員 済みません、今、グループの状況を教えていただきました。ボランティアの担い手が、なかな

か福祉の分野に限らず今は結構厳しい状況で、いろんな団体が高齢化していたりとか、それから、いいことです

けど仕事につく女性がふえていたりというようなこともあってというのを聞く中で、今、グループ数はふえてい

るということでありました。成果のところにも書いてあるんですけども、支え合い事業のところで、養成講座と

して区長や分館長さんたちも対象にですとか、講習、講座等やっていらっしゃるということで、松本の四賀地区

のほうの事業についても研修して、有償ボランティアについてということだそうですけれど、その辺の研修の成

果っていうんですかね、もうちょっと詳しく教えていただきたいし、有償ボランティアということも今後考慮し

ていくというようなことが前にも答弁ありましたので、その辺についてちょっと教えていただきたいと思います。 

○福祉課長 この前の議会の中でも答弁ありましたけれども、北小野地区では四賀村のほうを視察して去年おり

ますし、また、有償ボランティアのほうとしましては、ふれあいセンター広丘のところに主にコーディネーター

といいますか、それを扱う方もおりまして、そこを中心に今、有償ボランティアのほうの講座をですね、各地区

でやったりとか、あとはその研究を、どうやって仕組みづくりをするか等の研究をしておりまして、あとは、有

償ボランティア講座等につきましては、社協の広報も通じてチラシで周知を図っているところでございます。 

○丸山寿子委員 なかなかボランティアで全てのものが無料というとなかなか続いていかないというようなと

ころもある中で、託児なんかは随分前から有償ボランティアも活躍してもいただいていたというところはあるん

ですが、有償ボランティアのやる内容というのは、今どんなような内容を今のところ狙いとしているのか、ちょ

っとそこを教えてください。 

○福祉課長 まずはその方の身近なところから、庭木の剪定とかですね、草取りとか、あと洗濯とかそういった

ような、家事等の身近なところからまずはやっていくのが現実的であるなというふうに考えております。 

○丸山寿子委員 済みません、日常生活の支援ということもということです。これからもまた他市の状況等も把

握したりする中で、ぜひ、またそういったことの幅広い分野もまたちょっと探っていただいて活用していただけ

たらということをお願いしておきます。 

○山口恵子委員 関連ですけれども、やはりボランティアの人員不足もあり、高齢者にとってはやはり生活支援

が大事ということで、社協のほうでは送迎サービスを有償ボランティアで取り組みが始まったというふうに思い

ます。それで、もう一方高齢者の生活で、もう１つは高齢者の生きがいづくり、元気な高齢者さんをぜひボラン

ティアに参加していただいて、それが生きがいにつながるということで、高齢者さんのボランティアのポイント

制度を導入している市町村もあるんですけれど、その辺について、うちの市はどのようにお考えになっているの

かお聞きしたいと思います。 

○福祉課長 今言ったように、県内では軽井沢町とかポイント制を導入しているところもあるようでございます

が、永続できないところもあるかと聞いてございますので、よくまずは研究をしていって、今、委員さんおっし

ゃられたように、県内また全国の先進のところの研究をしていきたいと思っております。 

○山口恵子委員 やはり相互にね、協力、支え合いができるような全体の仕組みってすごく大事だと思いますの

で、きのうも桔梗荘の高齢者さんのね、お祝いがありまして、そういった参加者の中からもお元気な方からも、

そういった仕組みをぜひ考えてほしいという要望をいただきましたので、よろしくお願いします。 
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○委員長 ほかにはよろしいでしょうか。 

○篠原敏宏委員 幾つかあるんですが。まず決算書１１９ページ、説明書だと４９ページ、老人クラブとですね、

ロマン大学、こういったお年寄りの皆さんの活動の場づくりだとか、それへの支援だとかということに関して、

さっき低迷していると、活動が正直言って低迷したり、低下しているというようなコメントがあったように思い

ます。１つは老人クラブ、１つは大学院の閉鎖の問題もありましたけどロマン大学、これに関する現状の評価と

いうか認識はどのように担当課ではされていますか。 

○長寿課長 まず老人クラブについて申し上げますけども、先ほど申し上げましたとおり、２７年度末に上西条

区、町区さんで退会されました。現在２８年度で２４クラブ入っております。さかのぼりますと、平成３年に５

４クラブということで、年々減少しておりまして、なかなかやはり老人クラブというイメージがなかなか、年を

とっても、おおむね６０歳でございますけれども、なかなか入らない方が多いのではないかなということがござ

います。また、ロマン大学につきましては、今は、ロマン大学は平成１２年に開校いたしまして、８０人定員の

中、２８年度の定員が８０人の中に対して入学が５３人ということで、ロマン大学のほうも少し低迷をしており

ます。また、大学院につきましても、今年度末をもって廃止をさせていただきますけども、いずれにしても私ど

も、私たちの年齢も、老後の過ごし方が大分以前と違うのではないかなということで、ロマン大学も人数少ない

ですけども、いろいろカルチャーセンター、また、市民交流センターでもアルプス大学できておりますし、県の

シニア大学がございますので、多様化する中でなかなかそういうロマン大学のほうも今は定員割れを生じており

ますので、今担当のほうで定員を８０から６０に減らしたり、また学習内容を見直ししながら、魅力ある大学づ

くりに努めているところでございます。以上でございます。 

○篠原敏宏委員 メニューだとかを含めて魅力あるメニューをふやしてと、その努力は必要だと思うんですが、

基本的に定員割れをしてしまうような状況というかですね、根本的な問題が何かあるんじゃないかなというよう

な気がします。それと、友愛クラブ、老人クラブ活動という、そこへの参加者が本当に減っているというのは、

楢川地区みたいなとこでね、昔の村の老人クラブに比べてという話もこの間もあったんですが、これは根本的に、

老人の参加の場というところのね、原因とその対策というのをやっぱりやっていかないと、それでもって引きこ

もり老人がふえるとか、そういうことではないんだろうけども、多様化したね、民間だとか普通のそういうクラ

ブやサークルや、そういうものがかわりにふえて、トータルでは活性化がされているんだったら行政の出る幕は

そんなにないという分析になるんでしょうけど、これは少しちょっと対策を本気に考えないといけないんじゃな

いかというような気がしますんで。いかがですか、そこらの具体的な。 

○長寿課長 確かに私の今住んでいる地域の老人クラブを見ますと、会長さんが今７５歳で後期高齢になりまし

たけども、一番最年少でございますので、７５歳の方が老人クラブ自体を支えている時代でございます。イメー

ジ的に例えば老人クラブというのは、慰安旅行とゲートボールというイメージございましたけども、私の近くの

公園ではもう高齢者の方のゲートボールはなくなっております。今、委員さんから言われました活性化について、

前段山口委員さんからも意見出ましたけども、そういう老人クラブのイメージを脱却をして、例えば有償ボラン

ティアを積極的に地域に入ってけば、魅力がありますので私どもが退職しましても、そういう老人クラブに入っ

ていくんじゃないかなということで、ちょっと少し時間かかりますけども、そういう市でできるものは援助しな

がら、また、老人クラブ市有連の連合会ございますので、会長さんを中心にしまして、また活性化に向けまして
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努力をさせていただきます。以上でございます 

○篠原敏宏委員 そのとおりだと思うんです、言葉にすれば。私も経験実はあるのは、楢川時代に一番地元の老

人クラブが、会長、副会長さんは一生懸命やっていたんだけど、１つずつ年をとっていくと、その人たちが、人

事の細君が実は亡くなってしまって、そのうちに会長が体がきかなくなったりしてですね、新陳代謝が組織とし

てされなくて、最後はどうなったかというと奈良井の老人クラブはなくなっちゃったんですが、それはやってい

た当時の会長さん、副会長さんが持っていってしまった。そのまま後がなくなってしまったというのが、実は実

情です。今これをね、組織が今言われたように、一番若い人が会長をやったり、事務局をやったりというのが老

人クラブの１つの特性ですよね。これに関しては、やっぱり組織を活性化させるためには、市役所でそれはアド

バイス、新陳代謝がしっかりされていくというね、仕組みのアドバイスを私はするべきじゃないか。要はね、一

言で言うと、首に鈴をつける人がいなかったっていう言い方です、奈良井の場合。だけどそれは誰かがやっぱり

ちゃんと組織のあり方だとかお金の管理の仕方だとかっていう、すごく即物的ですが、そういう部分をやってさ

えあげれば、やりたい人だとか必要な人というのはいたわけですよ。それがなし崩しになくなっちゃっていると

いうのがやっぱり、全市の状況の中にも言えるんじゃないかという気がしますので、ぜひ研究してそういうアド

バイス体制をつくってあげていただきたいなと思います。 

○委員長 要望ですか。 

○篠原敏宏委員 はい。 

○委員長 ほかには。 

○金田興一委員 関連ですけれども、老人クラブ、名称はともかく、老人クラブについて市とすれば将来的にも

育成をしていきたいのか、このまま先細りでいずれ消えてなくなるのも時代の流れで仕方がないというふうに考

えているのか。そこらはいかがでしょうか。 

○長寿課長 今見ますと、地域の希薄化がどんどん進んでおりまして、隣村に入らない方もいらっしゃいますし、

例えば定年退職しても地域に入らない方いらっしゃいますので、その意味でまずやはり老人クラブというのはこ

れから地域を支える一翼を担う非常に大切なものだと思っています。ただ、今申しましたとおり、なかなかやは

り新陳代謝が進んでいませんので、市といたしましても、今は本当に毎年２クラブぐらいが連合会から撤回して

おりますので、市としましてもできる限り魅力あるクラブづくりに努力をさせていただきますし、市としても欠

かすことのできない組織だと認識をしております。以上です。 

○金田興一委員 わかりました。それでもう１点お聞きしたいのは、今は友愛クラブ連合会、昔の老連ですか、

老連へ加盟する団体がどんどんどんどん少なくなっているという現実なんですが、私は以前、助成金の変更のと

きにも申し上げた記憶があるんですが、現実にも私の身近な老人クラブの会長さんやっている方でも、いや、も

う大して差がないんで、老連をやめようということを言ってくるという話があって、まあそう言わずにというこ

とでとめた人が、２つクラブくらい実際にあるんですが、ここらも難しい問題なんですがね。老連に入っている

と各種大会だとか役員会、それから、社協で大門の場合は桔梗荘の洗濯物のたたみというような形で、年間通じ

てやっているわけですけれども、先ほどから言われるように、もう６５歳までの前の人は、働くほうが先でなか

なか入らんと、そうすると、もうどんどんと年を重ねている人だけになって、いわゆる役員のやり手も、そうい

う話があればもう嫌だという人もいますし、いずれにしても、どうやったら魅力ある老人クラブにしたらいいの



26 

 

かというのと、市としていわゆる友愛クラブ連合会ですか、この必要性あるいは育成、この点についてはどんな

ふうにお考えなんでしょうか。 

○長寿課長 前段話がありました補助金の関係でございますけども、今は例えば５０人以上ですと、市友連に加

入しているクラブが年間５万１，０００円の補助、未加入加入クラブが同じ年齢で４万４，０００円ということ

で、あまりこういう格差はございませんので、例えば役員になると、やはり市友連の会議も多いということで、

負担が多いということを聞いておりまして、そこで脱会をして補助金も出ますということで、なかなか非常に難

しい問題です。私ども、答えは本当にこの場で見つかりませんけども、やはり私たち本当に真剣になってこの機

会に、今、地域ケア推進会議を２９年度までに市内全１０地区に入ってきますので、老人クラブのあり方も含め

まして、各区の皆様方の御意見いただきながら、魅力あるクラブづくりに努力させていただきます。以上でござ

います。 

○委員長 いいですか。ほかにはよろしいですか。ほかのページということで。 

○篠原敏宏委員 ２つほどあるんですが。１３７ページ、児童館・児童クラブ、この実態を教えていただきたい

んですが、９館児童館があるということですが、これは地区ごとに１つということ、すなわちそうすると、楢川

地区だけが児童館がないという、そういう勘定でよろしいですか。 

○こども課長 一応ですね、児童クラブ、児童館につきましては、学校区ごとに一応１館という形をとっており

ます。楢川につきましては、放課後子供教室ということで楢川保健福祉センターの中を利用しまして使っていた

だいております。主にバス待ちのお子さんを中心にということで使っていただいている状況でございます。 

○篠原敏宏委員 児童クラブ、児童館だとかですね、キッズクラブだとか、町場へ来るといろんな需要やら数の

問題でそういう形になってくる。逆に楢川地区の場合、前からあるバス待ちのそういうあれでもって、スペース

でもって、学童保育というかですね、形はそういうふうになっていると。これは機能だとかサービスだとかとい

うことの違いはどんな部分があると思っていますか。 

○こども課長 基本的にどちらも同じであるというふうに考えております。ただ、基本的に今は児童クラブ、市

内の児童クラブつきましては有料ということになっております。それから、ただ、楢川につきましてはやっぱバ

ス待ちというですね、特殊事情もございまして、今は利用料金はいただいていない状況ではございますけれども、

やっていることはですね、放課後の遊びの支援ですとか、それから宿題、学習支援という部分もありまして、同

じことをやっておるということでございますので、そこら辺についてはちょっとやはり今後市内と同じようにし

ていくのかどうかということで、しっかり考えていく必要があるのではないかというふうに思っております。 

○篠原敏宏委員 言われる意味はよくわかります。そういう中で、今後の課題というかですね、例えば木曽村な

んかでは、児童館、学童クラブ、こういったものが村で村営のものがあって、特にキッズクラブというか小さい

本当にちびっ子がそこへ行って遊ばせてですね、そしていろんなことをやっているというのがあると。それで、

乳幼児含めて抱えているお母さん方が、楢川にはそれがなくて行くところがないという話を実は聞きます。数が

少ないからとかね、指導員の確保とかありますけれども、今後の中ではそういうスペースをぜひ考えてつくって

いただきたいなと。明らかに隣の村との差がそういうところに出ています。今、課長言われたような部分で、何

がフォローが必要かというのはね、メニューや、人の問題やいろいろあることも承知もしていますが、どうすれ

ば実現するかということで、私たちもそういう目で要望とか聞きますしね。じゃあ何をやればいいのか、あるい



27 

 

は地域としてできることがあるんではないかな。そういうあれがありますんで、ぜひちょっと特に小さい子、バ

ス待ちをするような子供たちはむしろそんなに困っていないですが、その下の世代に対する対策、これをぜひ一

緒に考えていただきたいなと思います。これは要望に。 

○委員長 要望でいいですか。 

○篠原敏宏委員 はい。 

○丸山寿子委員 済みません、関連でお願いします。児童館とか児童クラブの場合は、学校があいていない夏休

み等でも利用できて、やはり放課後児童教室だと、やはり長期の休みのときとかはないわけですよね、そこがや

っぱり基本的に違うと思いますね。だから、そういう点で楢川もですし、両小野も向こうの辰野町が主体で小学

校はですので、難しいところもあるのかもしれないんですけど、そこのところはやっぱりちょっと配慮できない

のかなということを、やっぱり市内全部の子供たちが休みの日も行けるところがあると、やはり少子化ですので

子供同士でやはり触れ合うというか、そういう時間もすごく大事というふうに思うので、やはり小さなところも

人件費等かかるところもあるかもしれませんが、片丘のような小さなところも地域の人たちが児童館に行ったり

して、協力体制の名前もつけて、会の名前をつけてやっていたりするので、小さいところなりに地域の人も取り

込んでやってもらえたらということを思いますので、ちょっとその辺お答えと。 

それともう１点、放課後キッズクラブ、資料の５５ページにもありますけど、利用者が少ない状況であるとあ

ります。楢川の場合は、これはあるんですか、行っているんですかね。それと少ない状況であるとありますが、

この要因は何でしょうか。 

○こども課長 では、１番目の御質問ですけれども、やはり楢川の場合は、本来児童館がございません。いわゆ

る子供教室ということで、児童クラブ的な役割しかありませんので、確かに児童館の持っているゼロ歳から１８

歳のお子さんの居場所という意味ではですね、非常に薄い部分が出てきてしまっているというふうに感じており

ますので、そこら辺はやはりちょっと考えていかなければいけない問題ではないかなというふうに思っておりま

す。 

それから、楢川につきましては、放課後キッズクラブについては現在のところございません。人数の少ない理

由ということですけれども、やはり当初キッズクラブを始めるときにですね、どのくらい御利用があるかという

ことでアンケートをとった時点では、一応１００名くらいは御利用があるのではないかということで、今回始め

ておるんですが、実際昨年から始めたところ大体２０人、登録の数でいくと２０人から２４人あたりを行ったり

来たりしているといったような状況になっております。どうして少ないのかなっていうことも考えてみますと、

こちらとしましては逆にですね、利用が少ないということは、それだけもしかしたら保護者の方と一緒にいる時

間がやっぱりとれているというか、あるのかなということもやはり考えられますし、あと地域性なんかもやはり

あると思います。どうしても、例えばですけども、農家をやっていらっしゃるお宅とかが多いとやはり御自宅に、

例えばおじいちゃん、おばあちゃん、お父さん、お母さんもいらっしゃるということで、それなりに一緒に見て

いただける方がいるということで、御利用が少ないかなということもあろうかなというふうに思っておりますが、

ちょっと現在のところ、そんなようなところでこちらのほうは考察をしておるところでございます。 

○丸山寿子委員 済みません、もう一度確認ですけど、楢川の場合は放課後児童教室ですよね。児童クラブにな

っています。 
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○篠原敏宏委員 ない。 

○丸山寿子委員 ないんですよね。だから、さっき言ったように、長期の休みのときはないわけですよね。そこ

のところをやっぱりちょっと。ちょっと子供たちがかわいそうだなと思うってことを、私はさっき言いたかった

です。 

それと、キッズクラブの場合は有料ということもあるかもしれませんけど、当初時間を設定するときに児童ク

ラブよりキッズクラブのほうが１時間長く設定していたかと思うんですけど、その辺この利用が少ないという中

で、人件費のことも含めて、どんなふうに費用対効果というだけに言ってはいけないんですが、例えば、利用者

は少ないんだけど１時間長い、その時間で助かっている人たちがいるのかどうなのか、その辺の検証とかどうい

うふうにしているのか教えてください。 

○こども課長 児童クラブと放課後キッズクラブの違いは、時間は同じ設定をさせていただいております。ただ、

利用料金がですね、キッズクラブのほうが少し高めということで設定をさせていただいておるというところでご

ざいます。 

○丸山寿子委員 時間は一緒でしたっけ。 

○こども課長 はい。時間は同じでございます。 

○丸山寿子委員 わかりました。 

○山口恵子委員 １２７ページの民間保育所関連についてお聞きします。決算資料では３つの認可外保育園に費

用の補助をしているというふうになっていますが、それぞれの通っているお子さんの人数と、今度小学校に上が

るお子さんの人数がわかったら教えていただきたい。 

○こども課長 こちらの民間保育所支援事業につきましては、３園につきまして補助をさせていただいておりま

す。まず市内でいきますと、下小曽部にありますバンバンさん、こちらは１１人になっております。それから、

あと市外になりますけれども、松本市のキッズワールドさん、こちらに１７人、それから、あと１園が伊那市に

なりますが、はらぺこさんということで、この３園が、はらぺこさんについては１人ということになっておりま

す。今度１年生に上がるお子さんとしましては、キッズワールドにつきましてはお二人、それから、バンバンに

つきましては８人、それから、はらぺこさんは現在２歳児さんでいらっしゃいますので、上がる方はいらっしゃ

いません。 

○山口恵子委員 ありがとうございます。この新１年生になる方への今度小学校からの連絡がどのようになって

いるかっていうことでお聞きしたいんですが、１つには運動会のときの旗拾いの連絡が、それぞれ地域の小学校

から連絡が行くようなことかなというふうに思います。それともう１つは、入学前の準備のいろいろな説明会と

か健康診断とかあるんですけれど、その辺の対応がどのようになっているのかお聞きしたいと思います。 

○こども課長 済みません、先ほどの人数ですが、訂正させてください。今言った人数は今年度、今度上がる人

数ということでよろしいですか。 

○山口恵子委員 ２９年。 

○こども課長 ２９年。決算上の去年の数字ではなくて、今年の数字ということで。 

○山口恵子委員 済みません。 

○こども課長 済みません、それで結構です。 



29 

 

○教育総務課長 それでは、今の認可外保育所に対する通知等ということですけども、基本的に市内の小中学校

ではですね、まず教育委員会のほうで来年度入学するお子さん方を住所地で通学区が決まりますので、そのリス

トをつくりまして学校のほうに、教育委員会のほうからまず提供をしております。タイミング的には運動会の出

したいというような学校の要望もありますので、その時点でお送りをしているというような状況です。学校のほ

うでは、保育園ですとか幼稚園等と連携をとりながら、今現在どこに通っているかというのをリストの中から調

査しまして、御案内等を送っているということです。御自宅にいたりですとか、認可外で把握できない方につい

ては、基本的には郵送で学校のほうからお送りをしているというふうに聞いております。ただ、運動会について

まで全部郵送しているかどうかというのは、学校の対応もあるかと思いますが、先ほど委員さんのほうでありま

した、説明会ですとか健康診断の案内については、郵送も含めて市内のお子さん全員に届くような配慮をしてい

るという状況でございます。 

○山口恵子委員 わかりました。 

○委員長 ほかにはいいでしょうか。 

○丸山寿子委員 済みません、資料のほうの５２ページ中ほど、こども広場事業の中で木育に関することが書い

てあります。木育の玩具カラ木ーの貸し出しということで、６園が利用しているということなんですけれども、

これについてはまだ６園、まだ６園と言っていいのか、６園にも広がっていると言えばいいのか、その後２８年

度のほうの広がりとかその辺どうなのか。利用している園の数だけでどうと言えるではないかと思うんですけど、

その辺の状況をちょっと教えてください。 

○子育て支援センター所長 済みません、ちょっとその件に関しては、数字というかどこというのを、ちょっと

まだ確認してありませんので、後ほど報告したいと思います。 

○丸山寿子委員 わかりました。 

○山口恵子委員 済みません、先ほどの認可外保育園の件でもう１点お聞きします。長野県のほうで信州型自然

保育園の事業を推進していて、それにこの３つの保育園が認定されているのかどうか、その辺わかりますか。 

○こども課長 ちょっと市外のところはわからないんですが、バンバンさんについては認定はされておりません。 

○山口恵子委員 その理由といいますか、申請を園のほうからしなかったのか、それとも枠があってそこに当て

はまる状況じゃなかったのか、その状況わかりますか。 

○こども課長 申請するには条件がありまして、その前年度の教職員の数とか入所されている子供の人数という

ところで少し不足する部分があって、申請はされてないということをお聞きしております。 

○山口恵子委員 わかりました。 

○委員長 いいですか。ほかに。 

○篠原敏宏委員 生活保護の関係で少しお聞きしたいと思います。１４１ページ、生活保護の適正化事業でレセ

プトの点検ということで、効果が上がっているとここにも書いてあります。いわゆる不正受給なのか、そうでな

いのかあれなんですが、いわゆる生活保護の全国的な問題の中では、不正受給という問題が社会問題になってい

るという部分が報道されていますが、市のいわゆる不正受給という切り口から見ますと、実態はいかがでしょう

か。 

○福祉課長 済みません、担当の係長のほうからお答えをいたします。 
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○福祉給付係長 不正受給という点からいきますと、レセプト点検に関しましては、特に不正な部分については

あまりありません。あるとすれば、重複受診ですとか多重受診といったような、そういった幾つもの医療機関に

同じ病気で受診されている方とか、そういう方についてはレセプト点検の中で確認ができますので、指導して正

していただくようにしております。全体としての不正受給としましては、前年度になりますけれども、７８条と

いう中で不正受給ということで決定したものが９件ございました。これについては、主に収入申告の適正な申告

がされてなかったということで、就労収入ですとか、あと年金の遡及受給をしたときに、こちらのほうに申告す

るのが遅れていた、あるいは、こちらで調査した結果、そういった収入があったということが確認できたときに、

返還を求めております。 

○篠原敏宏委員 わかりました。深刻な不正だとかですね、こういった故意の、いわゆる所得逃れも含めて故意

に要は受給する、そういったある意味犯罪に近いような、そういう実態だとかというのは、この市民の場面では

あまりないという認識でよろしいでしょうか。 

○福祉課長 そのとおりでございます。また今後もですね、生活保護者のですね、収入等を的確に調査するなど

し、なるべくそういうことのないようにですね、また努めてまいりたいと思います。 

○委員長 いいですか。ほかにはよろしいですか。 

○山口恵子委員 済みません、また保育園のことでお聞きします。保育園の入所要件幾つか項目がありますが、

その中で私的契約的な項目、どの条件にも当てはまらないけれども保育園に入りたいという方、２７年度はどの

くらいいらっしゃったでしょうか。その人数とその理由、どんなことが理由で私的契約にならなきゃいけないの

か、わかったらお聞きします。 

○委員長 答弁を求めます。 

○こども課長 私的契約につきましては、平成２８年３月末現在で４名いらっしゃいます。理由につきましては、

やはり保育園に入れる状況にはないけれども、やはり同年代のお子さんと中で交流をさせたいとかですね、集団

的な中で保育をしてもらいたいといったような、保護者の方の御希望がおありになるということを聞いておりま

す。 

○山口恵子委員 塩尻市の入所要件では育休の後、市の育休は年長子というふうに限られたので、そこの間を埋

めるというか、引き続き継続的に入園をさせたいということで私的契約をされている方がいらっしゃるかどうか

お聞きします。 

○委員長 答弁をお願いします。 

○こども課長 現在のところそういう条件、そういう理由で入っておられる方はいらっしゃいません。 

○山口恵子委員 わかりました。 

○委員長 いいですか。ほかには。 

○丸山寿子委員 資料の５５ページの上の家庭支援推進事業の中で、ＣＡＰ研修ですけれども、先ほども説明あ

りまして、参加者は児童とそれから教職員と保護者ということで、先ほど説明をいただきました。以前、支所と

いうか公民館というかそこを活用して、地域の方も参加できて、保護者と一緒にという意味だったと思うんです

けど、やはり帰り道なんかで困ったことがあったときに大きな声を出して助けてくれるのは地域の人かなという

点から考えると、２７年度はその機会がなかったと考えればいいのか、あんまり、もう学校内でやったほうがい
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いというふうなお考えなのか、その辺をお聞かせください。 

○家庭支援課長 このＣＡＰ研修のですね、ＰＴＡを対象にした保護者の方の研修の中で、ある学校では工夫を

されて校区講演会の前にですね、一般市民、一般の地域の方も来られる中で大人のワークをやったというような

ケースもございますので、いろいろなＰＴＡの行事とかいろいろ絡みの中で、保護者だけでなくて地域の皆さん

も一緒に参加のできるようなことも、工夫されているのもございますので、今後もですね、そんなところもうま

く働きかけながら、地域の皆様にも知っていただいたり、また御協力いただけるような、そんなＣＡＰ研修をし

てまいりたいなと考えております。 

○丸山寿子委員 助けを求める声の出し方も低い声でとか、本当に具体的ないい研修で、それで、地域の人たち

も本当に助けを呼んでいるということをね、察知できなければ助けてあげられないというようなことがあります

ので、また、今おっしゃられたような工夫をぜひしてほしいと思います。去年市外でＣＡＰに関することでちょ

っと発表というか、聞きに行かせていただいたときに、やはりなかなかまだまだ取り組めていない自治体が多い

中で、塩尻はもうずっと回数も多くて、多分卒業を６年間でするまでに必ず１回は子供たちも体験しているとい

うようなところが塩尻は本当にいいですねって、どういうふうにしたらうちの自治体もできるようになるんでし

ょうか、なんていう質問が来たくらい注目されていますので、ぜひ頑張って継続していただきたいということを

お願いしたいと思います。 

○委員長 要望ですか。 

○丸山寿子委員 はい。 

○委員長 ほかにはいいですか。 

○山口恵子委員 済みません、保育士不足に関してお聞きしたいと思います。この問題はもうかなり、何年か前

からそれぞれの議員からも質問があったりして、塩尻市としても今後どういうふうにしていかなきゃいけないか

ということが大きな課題になっていると思うんですね。それで、７月ですかね、企画制作部のほうで企画した地

方創生協働リーダーシッププログラムの中でも保育士不足の解消問題について取り上げられていまして、その中

でちょっと特徴的だったのが、仕事に見合った収入が多いとか少ないとかそういう問題ではなくて、保育士とし

て働くことに対して塩尻市の保育事業で魅力を、新人の保育士さんが魅力を感じるか感じないかっていうところ

が大きなテーマで取り上げられていたんですけれど。新しい保育士さんの思っている保育スタイルと、現在の園

でそれぞれ運営されている園長先生の保育スタイルというか、その辺の大きなギャップというのが具体的にどの

ような場面で、あるのかないのか、ちょっとその辺、おわかりになっている点があったら聞きしたいと思います。 

○こども課長 ただいまの御質問ですけれども、やはり園長先生、それから１番若い保育士さんですね、その辺

のギャップというのは、やはりちょっと難しい問題があるかなというふうに考えております。ちょっとはっきり

したことは申し上げられないんですが、やはり園長先生クラスになりますと長年の保育の経験がありまして、そ

の中で培ってきた部分もございますし、それから、若い保育士さんにとってみますと、やはり自分が小さいころ

から保育士になりたいということで期待を胸にですね、実際保育園に入ってみるとやはり、実はいろいろ支援が

必要なお子さんもたくさんいらっしゃいます。それから保護者の方との対応等もございまして、なかなか大変な

ことがあるなということで、実際自分の描いていた部分と現実とのギャップというのはあるということを多々聞

いております。やはりですね、どうしても保育園の運営ということで言いますと、保育士さんたくさんいらっし
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ゃいますけれども、やはりみんなが同じ方向を向いてですね、同じ認識のもとに同じベクトルのもとにやはり保

育をしていかなきゃいけないという中でですね、やはりどうしても園長クラスの方とですね、若い保育士さんと

ですね、保育をするという意味で基本的な考え方はやはり同じであろうかと思いますけれども、いろいろな経験

値とかですね、それだけではございませんけれども、いろんな考え方でどうしてもやはり、年代的な差と言って

しまっていいのかどうかわからないんですが、そういった部分もちょっとはっきり申し上げられないんですが、

そういった部分でどうしても考え方の違いといいますか、ギャップというものは生まれてくるのかなということ

はちょっと考えております。 

○山口恵子委員 これは保育園の問題だけじゃなくて、やはり管理職としては預かったお子さんの命とか安全と

かそういったところに責任を持つという大きな使命感を持って仕事をされていますし、新人の保育士さんは社会

人初めて、社会人としても新人というところでかなりギャップもあるのかなっていうことは理解をしております

これは保育園の問題だけじゃなく。その中で、やはり保育士さんの、新人保育士さんと、現在働いている保育士

さんとのコミュニケーションっていうんですかね、その辺、保育現場ではとても非常に忙しく、人手不足という

中で時間を割くのは難しいのかなとは思いますけれど、その辺のコミュニケーション、人事管理の面になるのか

ちょっとわからないんですけれど、コミュニケーションをとっていく必要もあるのかなと思いますし。もう１つ、

そこで提案されていたのが、新人の保育士さんにコンペをやってみたらどうかっていうようなね、提案もありま

したけど、その辺はどのようにお考えかお聞きします。 

○こども課長 最初のほう御質問のやはり年代間のギャップというところにつきましては、やはり先ほども委員

さんおっしゃいました民間活力導入事業、それがありまして、そういった御提案を受けております。我々としま

してもそれが終わりではなくてですね、それを受けて、じゃあ自分たちがこれからどう考えてどういうことをし

ていけるかということをしっかり考えていかなければいけないということでですね、今、庁内の関係課が集まっ

て、これから保育園運営をどうしていくべきかということを検討しております。その前段階としてですね、やは

り現場の保育士さんがどのようなことを考えているかということでですね、そういうふうに全ての皆さんに問題

点等についていろいろ課題になる点等をですね、上げていただいてですね、そこで、これからどうしていかなけ

ればいけないかということが多分だんだん浮き彫りになってこようかと思いますので、そういったところからも

恐らく世代間違いといいますか、そういう感覚的な違いというものもですね、恐らく出てくるのではないかなと

いうふうに思っております。 

それから、後段の御質問のプロポーザルによる自分たちのやりたい保育をやるということになりますけれども、

それにつきましては、考え方としては非常におもしろいといいますか、我々がちょっと思いつかないような方式

かなと思いますけれども、やはり先ほども申しましたとおり、保育園ということで、やはり園長先生等がいらっ

しゃってですね、その園の特色なり考え方をまずしっかりと持ちまして、それから、やはり保育というのは１年

だけではございません、２年、３年、４年と続いていくものでありますし、やはりこれから子供が大人になって

いく中で一番基礎となる部分を養っていく部分でもありますので、そういった長期的な視野に立ったやっぱ保育

というのをしていかなきゃいけないということがございますので、その提案自体は非常にユニークな提案かなと

いうふうに思っておりますけども、そういった課題等もやはり保育園はありますので、そこら辺もしっかり考え

ていく中でですね、今後の保育園のあり方についてはしっかり考えていかなければいけないかなというふうに思



33 

 

っております。 

○山口恵子委員 ありがとうございました。 

○委員長 いいですか。ほかには。 

○子育て支援センター所長 先ほど丸山委員さんのほうから質問がありました木育の件ですけれども、２７年度

は６園ということで１３回の利用なんですが、吉田ひまわり保育園で５回、日の出保育園で３回、広丘南保育園

で２回、吉田原、みずほ、サン・サン保育園で各１回ということで、計１３回の利用になっています。２８年度

につきましては、今のところ４回ということで、やはり吉田ひまわり保育園が３回、広丘南保育園が１回という

ことで、この状態でいきますと、また２８年度終わるころには同じくらいの利用回数になるとは思いますけれど

も、保育園の貸し出しとは関係ないんですが、今年７月交流センターの中で、おいでおいで祭りというのをやっ

たんですけれども、その中の１つのコーナーに木育ということで木のおもちゃを、貸し出し用のおもちゃを出し

たところ、大勢の親子連れで、もう部屋があふれかえるような形で利用したということがありましたので、今後

は保育園のほうにももう少しこちらから働きかけて、もっともっと利用ができるという形で進めていきたいなと

思っています。 

○丸山寿子委員 済みません、片丘保育園でも何か木育をやったようなんですけど、あれは木製の何か、あれで

すかね、カラ木ーじゃないものをということでしょうか。 

○子育て支援センター所長 済みません、今確認した中ではちょっと片丘保育園が入っていませんので、恐らく

それではないおもちゃを使ったんではないかと思います。 

○委員長 いいですか。 

○丸山寿子委員 私は片丘のことを聞いたのであれなんですけれども、やはり実際に木育の製品を使って遊ぶと

いうことで、非常に子供たちが生き生きととても楽しめたということを聞いていますので、本当に全部の園で貸

し出しがね、できるといいなあというふうに思いますので、またＰＲをよろしくお願いしたいと思います。 

あともう１点お願いします。資料の５１ページのところの一番下の育児支援推進事業のショートステイに関連

してお聞きしたいと思うんですけれど、日本の国の中ではなかなか里親制度が進んでいなくて、今は大分見直さ

れてきてはいるんですけれど、里親もしっかり養子縁組までする例もあれば、土日だけ預かるとかいろいろな選

択肢があったりして、それで、子供たちも施設で過ごすというか、１８歳まで暮らすことだけでなくて普通の家

庭のよさということを知るという意味で、今また見直されているようなんですが、市としては、市の中にはそう

いう相談を受ける、あるいはどこかにつなぐというような意味で、どこかの部署が担っているとか、そういうこ

とがあるのかどうなのか。そういったこと自体は、講習会とかはどこの機関なのか、県なのか、もしわかるよう

でしたら教えてください。 

○家庭支援課長 里親の委託等につきましては、今、県でも力を入れておりまして、児童相談所に専門の相談員

を設置をしておりまして、研修等を進めているような状況です。塩尻市内が場所的にいいもんですから、中南信

の研修会等については、総合文化センター等使って研修等を行うことも今進めております。 

○丸山寿子委員 私も養子縁組をするような里親のことしかイメージにかつてなかったんですけど、本当に土日

だけ預かることだけでも随分、本当にずっと施設で毎日暮らすことと比べたら、本当に将来の自分の人生とかあ

るいは、ほかの人との接し方ですとか、例えば、お茶わんをどういうふうに扱うかとか、そういったこととか、



34 

 

本当に細かなちっちゃな点からでもすごく違うということをお聞きしていますので、またぜひそういったことも

あるということをさらにＰＲをして知らせていただけたら、協力していただける人をふやしていただける方向に

御尽力いただけたらと思いますので、お願いします。 

○委員長 要望でいいですか。 

○丸山寿子委員 いいです。 

○山口恵子委員 生活保護についてお聞きします。先ほどの課長の説明の中で、医療レセプトのところで過誤調

整額というお話がありまして、この制度の内容というか、これはどういうことなのか詳しくお聞きしたいと思い

ます。 

○福祉課長 済みません、こちらのほうも担当の係長のほうから説明をさせていただきます。 

○生活福祉係長 このレセプト点検につきましては、生活保護法による医療扶助の診療報酬の明細の点検につい

てということで、国からの技術的な助言を受けながら事務処理をしております。これについては、医療扶助につ

いては、福祉事務所で医療券というものを発行しまして、保険証にかわるものなんですが、こちらのほうを発行

して被保護者の方が医療受診をするわけなんですが、そちらには保険証と同様に資格の番号ですとか、受診の内

容、受診の医療機関とかが書いてあります。その受診の医療券に基づいて医療機関に受診するわけなんですが、

それが社会保険診療報酬支払基金のほうに各医療機関から上がっていきます。ただ、この基金のほうではレセプ

トをデータ化するための審査、要するに記入漏れしかないかどうかっていうことだけを審査しますので、医療の

レセプトの詳しい内容については福祉事務所のほうで点検をしております。 

○山口恵子委員 今、内容について説明をしていただいたんですが、金額がかなり大きく出るんですけど、これ

は通常こういった金額が出る内容のものなのかどうか、ちょっと済みません、わからないので教えてください。 

○福祉課長 こちらのほうの内容はですね、確かに重複受診が多いとか、この薬はちょっと出しすぎではないか

といって返戻した、そういったものの金額、それ以外に、今の医療券の話がございましたけれども、生保の請求

をするときにそれぞれの保険証の番号じゃないんですけども、支給の券の番号っていうのがございまして、その

番号が間違ったりしていると請求がうまくいかないもんですから、それでエラーになって返ってくるといった、

そういった保険者が違うとか番号が違うとか、そういったものも正しいものに直すように返戻されるので、そう

いったものを含めた金額となっております。 

○山口恵子委員 もう１点、済みません。ジェネリック薬品、後発医薬品の関係ですけど、生保に限らず国保で

もそれの推進をしていると思いますが、生保の方はこれを数字見ますと、まだ全員がその薬を使っているという

ことではないですね。またはそれにかわる薬がなくて、いたし方なくこういう結果が出ているということなのか、

その内容をお聞きします。 

○福祉課長 こちらのほうは、やはりレセプトのほうを確認する中で、そういったものを使えないかのこともご

ざいますが、ちょっと詳しい内容をまた係長のほうから説明をさせていただきます。 

○生活福祉係長 ジェネリック医薬品、後発医薬品については、生活保護の受給者のほうにもなるべく使用して

くださいということで説明をしてお願いをしているところです。レセプト点検の中では、先発医薬品と後発医薬

品を使っている方についてわかりますので、特に先発医薬品を使っている方については、使っている理由ですと

か状況を御本人と薬局に確認をして、変えていただけるものについてはなるべく変えてくださいということでお
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願いをしております。 

○山口恵子委員 ありがとうございました。 

○委員長 いいですか。ほかにはいいでしょうか。 

なければ、ここで１０分間休憩とります。１４時１０分から再開いたします。 

午後２時０１分 休憩 

 

午後２時０９分 再開 

○委員長 休憩を解いて審査を続けます。４款衛生費中１目保健衛生総務費から４目母子保健指導費、１４２ペ

ージから１４９ページ、５款労働費中１項労働諸費３目ふれあいプラザ運営費（１６４ページから１６５ページ）

１０款教育費中１項教育総務費１目総合教育会議運営費から８目地域連携事業費、２１２ページから２２３ペー

ジまで、２項小学校費から４項幼稚園費、２２２ページから２３７ページまでの説明を求めます。 

○健康づくり課長 それでは、１４２、１４３ページをお願いをいたします。４款衛生費１項１目保健衛生総務

費の備考欄２つ目の白丸、保健衛生事務諸経費でございますが、前年度比２，５００万円ほど減額となっており

ますけれども、これにつきましては、在宅当番医制事業委託料等の地域医療に係る経費を新たに地域医療推進事

業、後ほど申し上げますけれども、として事業の組みかえを行ったこと。それから、備考欄中ほど６番目の黒ポ

ツですが、マイナンバー制度導入に伴うシステム改修委託料が生じたことによりまして、総合健康システム改修

委託料６２６万円余、こういったものが生じたことによるものであります。この経費の中での、事務諸経費中の

そのほか主なものにつきましては、今のシステム改修委託料の３つ下、総合健康システム使用料ですが、がん検

診、特定健診、母子保健、予防接種等に係るシステムの使用料でございます。 

その下の白丸、保健衛生繰出金でございますが、地域医療の確保のために両小野国保診療所、楢川診療所、そ

れぞれの診療所の運営について繰り出しをしたものでございます。この費用は前年度比３，９９０万円ほど増額

となりました。決算説明資料では５７ページの上段になります。あわせてごらんをいただきたいと思います。ま

ず両小野国保診療所につきましては、昭和２４年から両小野国保病院組合が運営をしてきたところでございます

が、昨年１０月１日にＪＡ長野厚生連富士見高原医療福祉センターによりまして新診療所が開設をされ、富士見

高原病院からの派遣医師により医療の充実が図られてございますけれども、繰出金がこちらについて２，６５７

万円ほど前年度に比べて増額となりましたのは、組合の職員、病院職員が退職したことに伴い、退職手当を処理

してきた長野県総合事務組合に精算分担金が２，２６７万円生じたこと。また、厚生連の新診療所建設にかかわ

る補助金等によるものでございます。なお、この厚生連への補助金につきましては、支出の平準化を図るために

平成２７年度から平成２９年度までの３年間にわたって行うということで、病院組合と厚生連との協定がされて

いるところでございます。また楢川診療所につきましては、平成２６年度に医療法人社団敬仁会の指定管理に移

行しました２年目となります。詳細につきましては、後ほど特別会計で御説明いたします。 

次の白丸、未熟児養育医療給付事業ですけれども、２，０００グラム以下で出生した等で病院等に入院する必

要がある未熟児に対しまして医療費の給付を行うもので、８人に対して給付を行いました。 

ページめくっていただきまして１４４、１４５ページで、１４５ページの１つ目の白丸、地域医療推進事業で

すけれども、地域医療の推進に係る事業として組みかえをしたものでございまして、２つ目の黒ポツ、在宅当番



36 

 

医制事業委託料、その次の在宅歯科当番医制事業委託料、その下の当番薬局制事業委託料につきましては、塩筑

医師会、同歯科医師会、薬剤師会に土日祝日、年末年始等に当番制にて医療等の確保を図ったものでございます。

その２つ下、木曽広域連合負担金（一次救急）ですが、楢川地区の平日、夜間等の救急に関して木曽広域連合に

支出しているものでございます。次の病院群輪番制事業負担金、こちらにつきましては、松本医療圏の休日、夜

間における入院や手術を必要とするけがや病気に対応する二次救急の医療の確保のために支出をしているもので

ございます。 

次の白丸、出産・子育て安心ネットワーク事業、備考欄、松本地域出産・子育て安心ネットワーク負担金、こ

ちらにつきましては、産科医療体制の崩壊を防ぐために共通診療ノートを用いまして、出産医療機関と健診医療

機関のすみ分けをし、産科勤務医の負担軽減を図るものでございます。 

その下の３つ目の白丸、ちょっと同じものが２つ白丸ありますが、３つ目の白丸、天使のゆりかご支援事業（繰

越）と、その次の天使のゆりかご支援事業でございますが、不妊治療に対する補助金でございます。繰り越しと

なっている１，５００万円は、２６年度の国の地域活性化・地域住民生活等緊急支援交付金の事業を財源とした

もので、２６年度の繰越分でございます。 

次の２目予防費ございますが、予防対策事務諸経費ですけれども、予防接種法に基づきまして、乳幼児、高齢

者等に１３種の予防接種を行ったものでございます。決算説明資料では５７ページの中段に、それぞれの接種人

数等お示しをしてありますので、あわせてごらんください。６つ目の黒ポツ、消耗品費につきましては、各種ワ

クチン購入費でございます。同じ予防対策事務諸経費の下から４つ目、個別接種医師委託料につきましては、医

師への委託料になります。 

少し飛ばしまして１４５ページ、一番下の健康増進事業でございますが、決算説明資料は５７ページの下段に

あります。あわせてごらんください。この事業につきましては、生活習慣病やがん予防に向けまして、各種検診

を実施するとともに、自分の健康は自分で守る、そういった意識の普及を行って、疾病の早期発見と予防活動を

図るためのものでございます。主なものはページめくっていただきまして、次のページの中ほどの保健対策事業

委託料ですが、早期発見、早期治療を目的といたしまして、この後胃がん検診等ですね、幾つかの検診をお示し

してありますけども、胃検診、大腸健診、肺がん等、乳房検診などのがん検診事業と肝炎ウイルス検診の実施を

したものです。委託先につきましては、塩筑医師会、松本市医師会、健康づくり事業団でございます。 

次の歯科保健事業でございますが、健康増進事業と母子保健事業にあった歯科保健に関する事業を組みかえを

したものでございます。決算説明資料では５８ページの上段になっております。 

次の白丸、後期高齢者等保健対策事業につきましては、塩筑医師会と健康づくり事業団に事業委託をしまして、

７５歳以上の高齢者を対象に生活習慣病予防のための健診を行っている事業でございます。このページ下から５

番目の後期高齢者等委託料につきましては、塩筑医師会と健康づくり事業団に委託したものございます。このペ

ージの下から２番目、人間ドック等補助金につきましては、人間ドックの実施に対する補助制度を新規で開始を

したものでございます。 

ページめくっていただきまして１４８、１４９ページをお願いをいたします。１つ目の白丸、食育推進事業で

ございますが、決算説明資料では５８ページにございます。こちらにつきましては、決算説明資料にある塩尻お

いしく減るｓｅｅ応援店につきましては、昨年度新たに開始をした事業でございまして、脂肪、塩分、エネルギ
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ーを減らしてヘルシーにという観点、その観点に禁煙、地産地消、野菜いっぱい等の取り組み等の８項目の取り

組みをしている店を指定したもの。そうしたことによって、飲食店等利用者である市民の意識の向上を図ったも

のでございます。 

次に４目母子保健指導費の母子保健事業でございますけれども、決算説明資料では５８ページの下段になりま

す。母子保健法に基づきまして、妊娠、出産、育児や乳児・幼児保健につきまして、サービスの提供をしている

ものです。２つ目のマタニティサポーター賃金につきましては、妊娠期からの相談や訪問事業を充実させるため

に新たに置いた保健師の賃金でございます。その２つ下、母子保健事業医師等謝礼につきましては、保健センタ

ーで実施する４カ月健診、１歳６カ月健診、３歳児健診に対する医師への謝礼でございます。下のほう、この母

子保健事業の下から４番目の黒ポツ、一般健康診査委託料につきましては、妊婦健診、乳児健診等への委託料で、

妊婦一般健診は基本健診１４回分等の健診を、国保連を経由して医療機関に、妊婦に対して実施をしており、乳

児一般健診は３カ月から１１カ月までの乳児を対象としたものでございます。以上です。 

○男女共同参画・人権課長 それでは、労働費１項３目ふれあいプラザ運営費につきまして御説明申し上げます。

決算書は１６４、１６５ページになります。また、決算説明書につきましては６５ページとなります。決算書備

考欄２つ目の白丸、ふれあいプラザ運営事業の２つ目の黒ポツになります。講座託児保育士賃金につきましては、

ふれあいプラザで行いました各種講座の際託児を行った保育士の賃金。次の各種講座講師謝礼につきましては、

資格取得講座、生活教養講座、セミナー等を実施したものでございます。 

３つ目の白丸、ふれあいプラザ運営事業（繰越）とございますのは、２６年度国からの地域少子化対策強化交

付金を利用いたしまして、塩尻市振興公社へ委託しまして、結婚・出産応援講座といたしまして、意識改革講座、

ライフデザイン講座を開催したものでございます。以上でございます。 

○教育総務課長 それでは、決算書の２１２、２１３ページまで飛んでいただきたいと思いますが、１０款教育

費１項教育総務費１目総合教育会議運営費からお願いいたします。２１３ページの右下でございますが、まず最

初の白丸ですが、総合教育会議運営事業につきましては、地方教育行政の組織及び運営に関する法律が２７年４

月に改正されまして、設置が義務づけられた総合教育会議に係る経費でございます。昨年度は年２回開催という

ことで、構成員は市長、教育長、それから教育委員４人ということでございます。 

おめくりいただきまして２１５ページでございますが、最初の白丸、教育委員会諸経費については、教育委員

会の運営に係る経費でございます。 

それから、３目事務局費でございます。３つ目の丸、教育委員会事務局諸経費でございますが、教育委員会全

般にわたります事務的経費でございます。最初の黒ポツ、教育振興審議会委員報酬３人分でございますが、こち

らは、審議会条例に基づきまして、教育振興基本計画の進捗管理、それから地方教育行政、先ほどの法律に規定

する教育委員会の施策及び事務事業に関する管理及び執行状況の点検・評価、これにつきまして学識経験者とし

て外部評価をいただいたというものでございます。構成はですね、信州大学の准教授、それから松本大学の准教

授、行政経験者として市職員ＯＢの３名でございます。それから、その下の黒ポツ、学校評議員謝礼につきまし

ては、これまでは学校に対しての意見を言うという形で評議員を置いておりましたが、２７年度はこちらで最後

になりまして、２８年度からは学校運営協議会制度、コミュニティ・スクールを設置いたしましたので、そちら

のほうに機能も強化して移行しているという状況でございます。それから下から３つ目の黒ポツ、傷害保険料に
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つきましては、学校支援ボランティアの皆さんに係る保険ということでございます。 

おめくりいただきまして２１６、２１７ページです。最初の白丸、教育相談研究事業でございますけれども、

こちらは説明資料のほうの７８ページの下の段にもございますので、あわせて見ていただきたいと思いますが、

学校指導主事ですとか、教育センター、家庭支援課等と連携を図りながら、不登校対策、学力向上対策など学校、

家庭、児童に対してきめ細かな支援を行っているというものでございまして、最初の黒ポツ、嘱託員報酬２人分

については、２７年度から教育総務課にスーパーバイザー、それから、子と親の心の相談員ということで配置を

した職員の報酬でございますし、その下の相談員報酬５人分につきましては、市の教育センター、それから中間

教室に係る相談員でございます。それから、３つほど飛びまして、講師謝礼がございますけれども、こちらにつ

いては、教科指導助言の講師ですとか、中間教室外部講師のほかに日本語学級の講師ということで、３人分こち

らのほうで支出をしております。 

それから次の白丸、スクールバス運行費でございますが、こちらも説明資料のほうの７９ページの上の段にご

ざいます。遠距離ということで小学校は４キロ以上、中学校は６キロ以上の児童生徒への対応を行ってきており

ますけれども、２７年度につきましては、下から３つ目、運行委託料というのがございますが、バス事故等の関

係で運賃算定基準が見直しになったということ、それから、昨年度は１学期に熊が出没いたしまして、そちらの

対応等で補正予算をお願いしてありまして、トータルでは１，０８６万円ほどの増額というふうになっておりま

す。 

○家庭支援課長 それでは、２１９ページ初めの白丸、まなびサポート嘱託員報酬でございますが、あわせまし

て、決算説明資料７９ページの中段もごらんをいただきたいと思います。まなびサポート嘱託員報酬４，３８９

万円余につきましては、小中学校に配置をしております特別支援講師１４人分の報酬３，３４４万円余と家庭支

援課に勤務をしております教育相談員２人分の報酬４７９万円余などでございます。 

次の白丸、まなびサポート事業１，８６３万円余でございますが、上から２つ目の黒ポツ、臨時職員賃金１，

８１２万円余につきましては、小学校に配置をしております支援介助員１８人分の賃金でございます。前年度と

比べまして３人増員をいたしまして、小学校の児童への支援の充実強化を図っているところでございます。 

○教育総務課長 その下の高等学校等振興事業でございますけれども、市内に所在、または市内の生徒が通学す

る私立高等学校等へ補助を行っているものでございます。最初の黒ポツですけど、私立高等学校運営費補助金に

つきましては、学校割が１００万円ございまして、都市大塩尻さんです。生徒割は１人３，３００円ということ

で、５４２人分となっております。その下の各種学校運営費補助金については、笠原学園さんですが、固定資産

税等の２分の１額を補助しております。 

その下の嘱託員報酬については、給食費公会計に係る徴収嘱託員でございます。 

その下の白丸、給食公会計事務諸経費でございますが、平成２５年度から公会計を実施しておりまして、その

運営に伴う事務経費でございます。 

それから、その下の白丸、学校給食レシピ公開事業、こちらは２６年の４月から開設いたしましたレシピサイ

トの運営経費となっております。 

次に、４目教職員住宅費でございますが、最初の白丸、教員住宅管理諸経費は、市内の先生方に優良な住宅環

境を提供して学校振興につなげたいという目的のものでございます。中身では、下から２つ目の改修工事でござ
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いますが、こちらは工事明細のほうにも、４２ページにはございますが、高出にあります教員住宅の屋根、外壁

塗装、それから、中の２戸分ですね、８戸中２戸分の内装改修を行っております。それから、その下の解体整備

工事につきまして、こちらも工事明細４２ページにございますけれども、老朽化が進んで入居が見込めない住宅

を計画的に解体をしてきております。２７年度につきましては、原新田にあります２戸、それから洗馬にありま

す２戸、こちらを解体したというものでございます。 

○男女共同参画・人権課長 続きまして、同じページになりますけども、一番下の５目人権教育費でございます。

決算説明資料のほうは７９ページにも記載ございますのでごらんください。まず、決算書備考欄の社会人権教育

推進事業でございますけども、主なものは１つ目の黒ポツ、社会教育指導員報酬、これにつきましては、人権教

育推進のため指導員１人分の報酬となっております。次のページに行きまして２２１ページ、上から２つ目にな

りますけれども、人権同和教育集会所臨時職員賃金、これにつきましては、集会所の日常的な清掃、管理を行っ

ていただいている臨時職員の賃金となります。３つ目の黒ポツ、手話通訳者賃金とそこから下４つ目の講演委託

料につきましては、昨年行われました豊かな心を育む市民の集いを開催したものでございます。下から８つ目の

黒ポツ、営繕修繕料とそこからその下に行きまして、集会所管理委託料までは、人権同和教育集会所の維持管理

にかかわる経費、一番下の黒ポツ、分館人権学習会・地区推進会議補助金につきましては、市内各地区で人権学

習会を開催していただいたものに対して補助金を交付したものでございます。 

次の白丸、人権推進啓発事業ですが、４つ目の黒ポツ、人権擁護委員協議会負担金ですが、このうち松本人権

擁護委員協議会負担金２０万円余でございますけども、これは協議会の活動を支援するため、人口１人当たり３

円を負担したものでございます。その下の塩尻支部負担金６万７，０００円でございますけども、現在塩尻市で

活動をしていただいております１０名の人権擁護委員の皆様の活動を支援するために支出させていただいたもの

であります。その下の黒ポツ、犯罪被害者支援センター負担金１３万円でございますが、これにつきましては、

ＮＰＯ法人長野犯罪被害者支援センターの活動支援といたしまして、人口１人当たり２円を負担したものでござ

います。犯罪被害者等基本法に基づきまして、県を含めまして県内各市町村でこの団体の活動費の負担をしてい

るものでございます。以上です。 

○教育総務課長 それでは、その下です。６目学校施設集中管理費をお願いいたします。最初の白丸、嘱託員報

酬は、西小に置いてあります集中管理室に５人の嘱託職員を配置しておりますが、その方たちの報酬で、小中学

校と保育園等も含めて軽微な修繕や維持管理をやっていただいております。 

その下の白丸の学校施設集中管理事業は、集中管理室の職員が使用します消耗品、車両関係等の費用でござい

ます。 

７目塩嶺体験学習事業費でございます。右側の白丸、こども未来塾等運営事業でございますが、これは体験学

習等を通じまして、子供たちの生きる力を育むということを目的に、小中学生の対象としたリーダー研修ですと

か体験学習フェスティバル等を実施したものでございます。 

おめくりいただきまして、８目地域連携事業費でございます。最初の白丸、こちらの嘱託員報酬は、コミュニ

ティ・スクールの導入ですとか、キャリア教育、小中一貫教育等を推進するために、平成２７年度から教育総務

課のほうに配置をいたしました地域連携コーディネーターの報酬等でございます。その下の地域連携教育推進事

業でございますが、こちらは説明資料のほうでは８０ページの一番上にございます。平成２７年に策定いたしま
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した教育振興基本計画に基づきまして、地域の教育力を活用するとともに、児童生徒のキャリア教育を充実させ

て、子供たちの社会を生き抜く力を育むための教育委員会の重点事業でございます。ことしの４月から市内の全

小中学校にコミュニティ・スクールを導入いたしましたが、２７年度についてはその準備経費ということで、パ

ンフレットの作成、それから各学校における説明会、研修会等に係る費用でございます。 

次に、２項小学校費１目学校管理費でございます。２つ目の白丸です。小学校管理諸経費、こちらが小学校の

管理運営にかかわります基本的な経費でございます。２６年度対比では１，６００万円ほど減額になっておりま

すけれども、備品購入費ですとか両小野小学校組合負担金の減額がその理由という状況でございます。おめくり

いただきまして、２２５ページの一番下に備品購入費がございますが、この減額というのは、２６年度には除雪

機を小学校が買っておりましたので、その部分が大きく減額になってきております。それから、おめくりいただ

きまして、２２７ページの１番下の黒ポツですけれども、辰野町塩尻市小学校組合負担金ですが、こちらも先ほ

どお話にもありましたが、学童クラブへの国の交付金がついたということで、それによる歳入がふえたことによ

る減額がありまして、前年比で１３６万円ほど減という状況でございます。 

その下の白丸、小学校施設改善事業、こちらは小学校施設の一般的な維持管理、整備に関する費用でございま

す。通常の営繕のほか、一般工事８カ所というのが下から２つ目にございますが、こちらは工事明細では４２ペ

ージに載っておりますけれども、小学校に、小中学校そうなんですが、網戸を設置をいたしまして、その工事、

それから桔梗小の浸透ますの設置、片丘小の排水路改修、それから、片丘小、洗馬小、桔梗小などのトイレ洋式

化などを実施しておりますし、その下のエアコン設置工事については、こちらは広丘小学校の給食調理室にエア

コンを設置しております。 

ずっと飛びまして、一番下のところでございますけれども、下から３つ目の白丸ですが、学校施設非構造部材

耐震化推進事業でございます。こちらの説明資料の８０ページにも記載ございますので、ごらんいただきたいと

思いますが、震災時の被害防止のために非構造部材の耐震化工事を実施をしておりまして、２７年度は塩尻西小

学校の吊り天井を改修、それから、高いところにあるガラスの飛散防止フィルム、ガラスブロック改修を実施し

ております。 

それから、その下の小学校特色ある教育活動事業でございます。これも説明資料の８１ページにございます。

これは学校が主体性を持って創意工夫して実施する事業に対して１校２００万円を上限に交付ということで、２

６年度、２７年度の２カ年限定事業ということで実施をしたというものでございます。２７年度については、８

１ページの資料のほうにもございますけれども、小学校では、マラソンコース、相撲の土俵、アスレチックコー

ス、クライミングウォール等によります体力向上ですとか、かるたや花壇をつくった地域連携活動、それから、

ブドウ畑とかせせらぎ広場などの体験学習などが行われました。２８年度からは、生きる力を育む交付金という

形で発展、継続ということで見直しをしております。 

続きまして、その下の２目の教育振興費でございますが、おめくりいただきまして２２８、２２９の右側の１

つ目の丸、教育振興補助費でございますが、こちらは経済的理由によりまして就学困難と認められる児童生徒の

保護者に学用品、給食費、校外活動費等を支給しているものでございます。最初の黒ポツの就学援助費は、生活

保護に準ずる方、それから、要保護の方及び準要保護の児童の保護者に対する援助でございますし、その下の特

別支援教育就学奨励費につきましては、特別支援学級等で学ぶ障がいのある児童等の保護者に対する補助でござ



41 

 

います。 

１つ飛びまして、新学習指導要領対応事業でございます。こちらも説明資料では８０ページの真ん中に記載を

させていただいておりますが、小学校については平成２７年度ですが、４年に一度ということで改定をされまし

た新しい教科書、教師用ですとか、指導書を購入しております。それから、新学習指導要領については、小学校

は平成２３年から実施をされておりますけれども、それに対応した教材等を購入したものでございます。 

それから、その下３目給食施設費でございますが、小学校の給食提供に関する経費でございます。３つ目の丸、

給食運営事業諸経費でございますが、こちらが、直接児童、教職員に給食を提供する経費でございまして、木曽

楢川小学校は中学とあわせてセンターになっておりますが、それ以外は直営による自校給食でございます。３つ

目の消耗品費については、毎年計画的に給食食器ですね、メラミンのほうでございますが、順次更新しているも

のでございます。それから、そこから５つほど下の給食費というのがございますが、こちらが食材費でございま

す。これは２６年度に比べて２，４００万円ほど減になっておりますが、次のページに炊飯加工料というのが出

てくるわけですけれども、こちらのほうを明確に委託料として分けたということで、その部分が大きな減額にな

っておりますが、実質的には児童数が８３人ほど減っておりますので、その減少分の６５０万円ほどの減という

ことでございます。それから、その下の木曽漆器食器購入費でございますが、こちらは楢川村時代からずっと使

われております木曽楢川小学校と楢川中学校の漆器の食器の更新でございます。２６年度からことし２８年度ま

で３カ年かけまして、合併特例交付金を活用して全部更新をしているという事業でございます。 

おめくりいただきまして２３０、２３１ページでございますが、４目洗馬小学校建設費でございます。こちら

は、本来ですと２６年度に実施設計で２７年度に工事の予定でございましたけれども、昨年度もその都度御説明

してまいりましたが、国の交付金が当初不採択であったということで、２７年度の実施を見送りまして、追加の

採択内示を受けて２７年度予算をことし２８年度に繰り越しして実施をするということになりました。というこ

とで、工事費は２億１，０００万円ほどでございますが、設計単価の見直し、１年経過して必要になりましたの

で、その部分の設計委託料でございます。こちらは委託料の明細の８１ページにも詳細がございます。 

それから、その下の繰越分でございますけれども、こちらも本来大規模改修にあわせて実施の予定でございま

したが、先ほど保育園のほうでも説明いたしましたとおり、２６年度からの繰越事業として、ペレットの設備設

置工事がありますので、こちらは先行して１９台を普通教室等に設置をしたものでございます。こちらも工事明

細書の４４ページにございます。以上が小学校費でございます。 

それから、次に中学校費、３項からになりますけれども、主要な部分の構成は小学校とほとんど同じでござい

ますので、中学校に限られる部分についてのみ説明をさせていただきたいと思います。 

２つ目の丸の中学校管理諸経費ではですね、おめくりいただきまして２３２、２３３ページのところで、上か

ら７つ目のところに外国語指導助手配置事業委託料というのがございますが、これは中学校に配置しております

ＡＬＴの民間の人材派遣会社に委託して配置をしております２人分、ほぼ人件費ということでございます。それ

から、白丸でいきますと、下から３つ目に塩尻市辰野町中学校組合負担金ございますが、両小野中学校ですね、

組合立の両小野中学校に係る経費ということで、こちらも生徒数割が減ってきているということで、３７０万円

ほど減となっております。 

一番下に白丸、中学校施設改善事業でございますけれども、こちらもおめくりいただきまして、２３５ページ
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の上ですが、一般工事５カ所ございますが、こちらも工事明細４４ページにありますが、小学校と同様、網戸を

普通教室に設置をしておりますし、それ以外では丘中学校の入り口の舗装、グラウンドの浸透ます設置などを行

っております。エアコン設置については、西部中と丘中の給食調理室に入れました。それから、その下の用地取

得費でございます。こちらも広陵中学校のほうで平成１９年度から借用をしておりました隣接する駐車場用地で

す。３，９１７平米でございますが、こちらも所有者の要望によりまして購入をしたというものでございます。 

それから２つ飛びまして、学校施設非構造部材耐震化推進事業につきましては、こちらも説明資料の８０ペー

ジにありますとおり、小学校と同じで耐震化工事でございます。 

それから、その下の中学校特色ある教育活動事業、これも小学校と同様でございますけれども、資料のほうに

もありますが、中学については、地域でのふれあいコンサートですとか、北アルプス唐松岳登山、マークシート

リーダーによるドリル学習、それから福島県への被災地訪問などが行われております。 

２目の教育振興費です。２つ目の白丸は先ほどの小学校と同様の、経済的に就学困難な生徒の保護者に対して

支給しているものでございます。 

それから、おめくりいただきまして、最後２３６、２３７ページです。給食運営事業諸経費でございますが、

こちらも市内５校の生徒、教職員へ給食を提供する経費でございます。こちらも児童数が減っておりまして、給

食費のほうは約２００万円ほど支出のほうは減ということになっております。あわせて歳入のほうも減額になっ

ているという状況でございます。以上でございます。 

○こども課長 続きまして、４項幼稚園費１目幼稚園費４，３１３万円余をお願いいたします。決算説明資料は

８２ページの上段になっております。こちらは、私立幼稚園の円滑な運営を促進するとともに、保護者負担の軽

減を図りながら幼稚園への就園を奨励したものでございます。最初の黒ポツでございますが、私立幼稚園運営費

補助金５４４万円余は、市内の私立幼稚園３園に対しまして、１園当たり８０万円の定額と園児１人当たり９，

０００円の園児数割を、また、市内の児童が通園する市外の幼稚園９園には、園児数割の１人当たり９，０００

円を補助したものです。なお、入園児童数は市内３園に２５７人、市外９園に８１人で合わせて３３８人でござ

いました。次の黒ポツ、私立幼稚園就園奨励費補助金３，６５５万円余は、保護者の所得や児童数の階層に応じ

まして、市内、市外合わせて２９８人の児童に対し補助をしたものでございます。以上でございます。 

○委員長 終わりだね。ありがとうございました。 

それでは、ただいま説明を受けた部分につきまして、皆様のほうから御質問、御意見はございますか。 

休憩、まだ。もう３０分頑張ってください。１４２ページから１４９。 

○丸山寿子委員 今説明を受けたところでいいですか。 

○委員長 いいです。今説明を受けたところで広く、どうぞ。 

○山口恵子委員 １４７ページの後期高齢者の対策で人間ドックの補助金が新規というふうに説明がありまし

たが、それについて詳しくお聞きします。 

○健康づくり課長 人間ドックの補助金につきましては、従来は国保、いわゆる７４歳の方まではですね、人間

ドックを受けた場合は補助制度がございました。ところが、７５歳の後期高齢者なりますとですね、そういった

ものが従来市のほうではなかったものですから、そういったものを７５歳になっても人間ドック受けた補助金が

欲しいというお声があったりですね、またそれに対して、後期高齢者の組合のほうでも補助制度があるというこ



43 

 

とも把握をいたしましたので、２７年度から国保の人間ドックを受けた場合と同額の補助金を支給するようにし

たものでございます。 

○委員長 いいですか。 

○山口恵子委員 済みません、後期高齢者の方の健診状況ですけれど、人間ドックを受ける方の割合、数はどの

くらいかお願いします。 

○健康づくり課長 数ちょっと、後ほどすぐお答えいたします。 

○山口恵子委員 済みません、一緒に、あわせて年齢制限はございますか。７５歳から何歳までという上限はな

く、全て。 

○健康づくり課長 上限は特に設けておりません。ですから、何歳で人間ドックをお受けいただいてもですね、

いいということでございます。 

○委員長 ほかには、よろしいですか。 

休憩とるか。それでは、その件もありますので、ここで休憩とります。１０分間とります 

午後２時５８分 休憩 

 

午後３時０７分 再開 

○委員長 それでは、休憩を解いて、先ほどまで御説明いただいた部分、それから、先ほどの宿題が残りました

ので、三溝課長からお願いします。 

○健康づくり課長 後期高齢者のまず人数ですけれども、２７年４月１日現在で９，１４３人いらっしゃいます。

通常のですね、後期高齢者の生活予防健診をお受けなっている方が２７年度２，５００人、ただ、人間ドックを

受けた方はですね、５９人ということで、５９人の方がこの補助制度で補助金を受けたということであります。 

○委員長 よろしいですか。山口委員、いいですか。 

○山口恵子委員 はい。 

○委員長 ほかに、御質問の方お願いします。 

○金田興一委員 今の人間ドックですが、脳ドックも含まれるんですか。 

○健康づくり課長 脳ドックのほうも含まれます。 

○委員長 いいですか。ほかにはよろしいでしょうか。 

○丸山寿子委員 済みません、ちょっとシステムを教えてもらいたいんですが、１４５ページの予防費の中の１

つ目の丸の予防対策の中の下のほうですけど、安定ヨウ素剤保管等業務委託料とありますが、これはどのように

委託しているのか、どういうシステムになっているのか教えてください。 

○健康づくり課長 こちらにつきましてはですね、東日本震災のときにですね、放射線に対する対応が問題とな

りまして、松本薬剤師会に購入をして保管をお願いをしている。その年間の保管の委託料が４万１，０００円と

いうことで、必要となったらば、そこに保管しているもの出して使う、そういった流れになっております。 

○丸山寿子委員 松本市だとか、この周辺の松本地域の自治体はここに預けているんですかね、委託しているん

でしょうか。例えば、これは必要だといったときには、各自治体の配慮でそこにヨウ素をとりに行くんだか、持

ってきてもらうんだかあれですけれども、そういう判断になるのか、その辺を教えてください。 
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○健康づくり課長 松本市が当初始めたというふうに承知をしておりまして、それに塩尻市も倣ったということ

で、そのほかの村についてはですね、ここにそれをお願いをしている、こちらに預けているかは、済みません、

ちょっと今承知をしておりません。 

○委員長 まだもう１個。 

○丸山寿子委員 各自治体で判断して使うんですか。 

○委員長 サプライはどうなるか。 

○健康づくり課長 それに必要だという判断に基づいて、そこから持ってきて使うということになります。 

○委員長 要望があってです。 

○丸山寿子委員 それを判断するのは、市で例えば対策本部とか何か立ち上がって、緊急ということで市のほう

で対応していくってことで考えればいいですか。 

○健康づくり課長 その場合は、市で対策本部を立ち上げた中でですね、医師会などとも確認をしながら判断を

する、そういうことを想定をしております。 

○丸山寿子委員 わかりました。 

○委員長 ほかにありますか。いいですか。 

○副委員長 １４５ページの木曽広域連合の負担金の部分です。これは１件当たり幾らということなのか、一律

２７０万円払っているのか、あるいは、二次救急というのはどうなるのか、ちょっと伺いたいですが。 

○健康づくり課長 こちらについては１件当たりではなくてですね、木曽３町３村と塩尻市が均等割をまず１０

０分の１０、それから人口割を１００分の２０、患者輸送数の実績に基づいて輸送数割で１００分の７０と割合

をやっておりまして、２７年度の実績でいうと９人の搬送をしたということであります。それから二次救急でご

ざいますが、二次救急につきましては、基本的に二次救急も含めて木曽広域連合の負担金を支払っている、そう

いった内容です。 

○委員長 いいですか。 

○副委員長 二次救急は木曽病院に行くか相澤のほうへ行くかどちらかしかないと思うんですけど。これも全部

含んでということなんですかね。 

○健康づくり課長 済みません、失礼しました。広域負担金は一次救急でございまして、二次救急については、

この中には含まれておりません。 

○委員長 いいですか。追加答弁あれば。部長、お願いします。 

○健康福祉事業部長 後ほど。 

○委員長 今、答えられますか。 

○健康づくり課長 後ほどでいいです。 

○健康福祉事業部長 済みません、後ほど。 

○委員長 後ほど願いします。 

○山口恵子委員 １４７ページ、保健対策事業の中でＡＥＤの使用料の数字、金額が出ていますが、これはどこ

に設置されているものなのかお聞きします。 

○健康づくり課長 ＡＥＤにつきましては、市内の公共施設に設置をしているものについての使用料を支払いを
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しているものでございまして、市役所、支所、文化施設、スポーツ施設、福祉施設、児童館、幼稚園、保育園、

小学校、中学校まで設置をされております。 

○委員長 いいですか。 

○山口恵子委員 そうすると、公共施設で市内に設置されている全ての料金の使用料ということで。多分、済み

ません、以前学校ではリース料という形で以前お聞きしたような気がするんですけど、そのリース料は別という

ことですか。 

○教育総務課長 学校関係につきましては、当初は健康づくりのほうで一括で入れましたけれども、更新時期が

来たものについては新たに学校のほうで盛っていくということで、順次切りかえをしてきております。 

○山口恵子委員 わかりました。済みません、ちょっと市民からね、要望が出ている点なんですけれど、ＡＥＤ

の設置はとてもありがたいということで、ただし公共施設なので、お休みのときとか夜間必要になった場合は、

やはり、体協の方はね、体育館使っているとき利用できるんですけれど、夜間がやはり非常に心配だということ

で、最近はコンビニなどに設置をして、夜間でも近くの住民がいざというときに活用できるように対策をとって

いる自治体もあるんですけれど、その点についてどのようにお考えかお聞きします。 

○健康づくり課長 公共施設以外のですね、ところに設置をするＡＥＤについて、特に私どもでもって助成する

とか、設置を進めるということは、今の時点ではちょっと考えておりません。 

○委員長 いいですか。 

○山口恵子委員 検討を。済みません、それでは、今後どういった形がいいのか、全額市費でということではな

いんですけれど、そういったことも含めて、どういう形がいいのか検討を要望します。 

○委員長 要望でいいですね。 

○委員長 ほかによろしいでしょうか。 

○篠原敏宏委員 決算書の１４５ページに戻りますが、今の木曽広域の下の病院群輪番制度、これの概要をちょ

っと説明してもらえますか。 

○健康づくり課長 病院群の輪番制度というのは、市内には一次医療機関というのがですね、中村病院、塩尻病

院、桔梗ヶ原病院しかない状態でございます。夜間、休日における入院手術を必要とするけがに対応する二次救

急医療機関がですね、松本市と安曇野市９医療機関があるわけなんですが、それを輪番制をとってもらいまして、

広域圏内で救急医療体制を確保するということで、その負担金を払っているという内容になります。 

○篠原敏宏委員 わかりました。その場合、搬送されるときにどこへ行くかっていう判断や、それは広域の救急

隊の中でやりますよね。そういう中で、その行き先の制約というかですね、条件がもうそこの輪番制で当番にな

っている病院に限られると、そういうことになっているわけでしょうか。 

○健康づくり課長 輪番制はですね、そのときに基本的に中でもって輪番ってなっているところと、ちょっと済

みません。通常この輪番になっているところがと思いますけれども、それ以外であるかどうかということについ

て、ちょっと今はわかりかます。済みません、課長補佐がお答えします。 

○健康企画係長 お願いします。群輪番制事業につきましては、ただいま説明を課長がしましたとおり、松本、

安曇野市内の医療機関に委託しているものになります。搬送については、救急隊の中で搬送すべき対象者が入院

や手術を要する状態であるということでありましたら、ここの医療機関の中で搬送先の検討をするということに
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なります。病院としては、今お話ありましたように、相澤病院ですとか松本医療センターですとか、松本協立病

院など９の病院にお願いすることになっています。 

○篠原敏宏委員 その場合、伊那の中央病院と県立木曽病院はどういう扱いになるんですか。 

○健康づくり課長 救急搬送先としての伊那のほうとかですね、そちらの方面についてのこの負担金は、この対

象とはなっていないので、ちょっと今ここの中では入っていないということはちょっと承知、済みません、わか

りかねます。 

○篠原敏宏委員 わかりました。結構です。 

○委員長 ほかにはいいでしょうか。質問は。 

○丸山寿子委員 済みません、資料のほうで言えば５８ページですが、上から２つ目の食育推進事業ですけれど、

食を通じてというところの④塩尻おいしく減るｓｅｅ応援店指定事業１８店とありますが、まだあまり浸透して

ないような気もするんですが、どのようにわかりやすくお店などに明記していて、広報等でＰＲ等をしているの

かとか、その辺どのように知らせる周知の方法をしているのかをお聞かせください。 

○健康づくり課長 周知の方法とすると、現在のところはホームページで周知をしているという状態であります。

各店の写真もあわせましてどういった取り組みがされているのかということをお知らせをしている。そういった

状況でございます。 

○丸山寿子委員 お店にシールが張ってあるという話。 

○健康づくり課長 店には認定証とですね、それからポスターといいますかですね、減るｓｅｅ応援店について

の内容を示したポスターをお出しして張っていただくようにお願いをしている、そういった状況です。 

○丸山寿子委員 これは例えば糖尿病対策とかでいい、カロリー等が出るメニューであったかなと思うんですが、

例えば、まだこれから加入していく傾向にある、あってほしいと思いますけれど、どんな動向なのか、また、先

進的な自治体だと紙ベースでも印刷して、いろいろなお店があるということを市民も知って、あちこち利用して

いるというようなところを見に行ったわけなんですけれど、どんなふうに今後していくお考えなのか、ちょっと

その辺をお聞かせください。 

○健康づくり課長 先進的な自治体とすると熊本県でですね、特に糖尿病に対応したブルーサークルメニューと

いうのを提供しているということで、熊本県のほうともこのブルーサークルメニューに見合うメニューを提供し

たところは、そちらの認定をしてもらうということも了解はいただいております。今現在１８店なんですが、こ

の店がですね、もっと数がふやすことができましたら、パンフレットなどでそれを周知したいということで予定

はしているところであります。 

○丸山寿子委員 私も熊本も見に行ったんですけれど、取り組みもそのお店ごとに、やっぱりお店の規模にもよ

りますので、いろいろでしたし、それからホテルの中での取り組みだと、本当にカロリーは低いんですけど、金

額は高いなりにも非常に工夫されている食器といいますかね、とか、目からも楽しませる要素ですとか、いろい

ろな取り組み方がそれぞれあって、お手軽な価格で取り組んでいるところもあれば、ですので、市内でもファミ

リーレストランのような、ああいう大手のようなところだと本当にカロリーをね、どのメニューにも全て書いた

りとかできて、小さなお店が全てそれをやるというのは無理かもしれませんけれども、１つでも２つでも取り組

むということで、やはり数をふやすことも市民の意識につながっていくかなと思いますので、先進的なところも
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研究していただきまして、ぜひまた紙媒体でも、人が手にしやすいものでもＰＲをぜひしていただきたいと思い

ますが、どうでしょう。 

○委員長 どうでしょうか。 

○健康づくり課長 ぜひそうしたいというふうに私どもも考えておりまして、今回のこの減るｓｅｅ応援店では

ですね、取り組みやすい項目、禁煙に取り組んでいるとか野菜を取り組んでいっぱいとっているとか、栄養成分

表示だけしている、あるいは、やわらかメニューを提供している、そういった１点だけでもお取り組みいただけ

ばですね、指定をするというふうにしているんですけども、なかなか指定をし、そういったポスターを張るなん

てことがですね、その店にとってのメリットというのが、いま一つ浸透し切っていない、そういうふうに感じて

いるところでありまして、そういったことも含めて、もう少しお店がふえましたらですね、そういったパンフレ

ットなどにして魅力を市民にお示しをして、店にちょっとでもメリットが出るようにしてまいりたい、そういう

ふうに考えております。 

○委員長 関連で私から。１８店舗ありますけど、その１８店舗は大門地区が多いのか、広丘のほうもあるかと

か市内どんな分布になっていますか。 

○健康づくり課長 今のところ大門も多いんですが、広丘と吉田地区にもお店はございます。 

○委員長 もう１個、それは業種的には一杯飲み屋なのか定食屋なのか、その辺は。 

○健康づくり課長 多くはですね、食事を提供するところですけれども、１店いわゆるお酒を提供する、お酒と

合わせてつまみを提供するところも指定になっております。具体的にはうず潮が指定になっております。 

○委員長 そうですか。飲み過ぎ禁止とかですね。わかりました。ありがとうございました。ほかによろしいで

しょうか。 

○篠原敏宏委員 ここで聞くべきか、ドクターヘリってありますよね、ドクターヘリの運用に関しては、特に楢

川地区では、私も何回か現場で見ておりますし、非常にありがたいシステムでありますが、この運用に関しては

何か、使っていい条件だとかですね、それに関する後での市町村の費用負担だとかっていう話というのは、県と

やるのか、いずれにしても、これはある一般住民から聞かれたんです、ついこの間。どんな条件なり決め事があ

ってやっておられる。 

○委員長 答弁を求めます。 

○健康づくり課長 ドクターヘリについて特に負担金を支払っているということは承知していないので、特にそ

れに制限はない、実際今出動されているというふうには聞いております。 

○篠原敏宏委員 そうすると、救急隊のほうで程度や状態を判断をしてその場その場で対応すれば、県のほうで

は対応してくださるということですね。 

○篠原敏宏委員 そういうことで結構でございます。 

○篠原敏宏委員 了解です。 

○委員長 以前消防委員で見学行ったときに、広域のほうで、そこの渚にある広域で判断してドクターヘリを配

置してってやっていました。塩尻市内も結構ドクターヘリのヘリポートの指定も結構できましたので。私が答弁

しちゃいけないか、済みません。ほかに質問。 

○篠原敏宏委員 もう１つ。２１９ページの給食の公会計、この公会計になってですね、給食費の滞納の状況と
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いうのがおわかりになったら。 

○教育総務課長 歳入でございますので、決算書の歳入のほうにございますけれども、ページでいきますと、教

育費の雑入の中にございます。 

○委員長 今、決算書の前のほう。 

○教育総務課長 済みません、そうですね、６１ページの１番下から始まります。現年分につきましては、まず

小学校が収納率９９．８３％ということになっております。前年とほぼ同様でございます。それから、おめくり

いただきまして、一番上ですね、過年度分、これが滞繰分になりますけれども、４８万円ほど収入ございますが、

収納率が７１．２５％ということで、前年５９％ですので、向上しているという状況でございます。中学校につ

いても現年分は９９．６６％で、過年度分についても、前年５７％から７０％に向上しているということで、学

校のほうで徴収をしていると、やはり滞納分の対応というのは非常に難しかったわけですけれども、公会計にな

りまして職員が対応しておりますので、滞繰分についても収納率が向上をしてきております。 

○篠原敏宏委員 そういうことかなと。私も給食委員というのをかつてやったことがあって、非常に滞納には苦

労をした覚えがあるんですが、今は滞納整理というかですね、滞納分の徴収というのは職員が当たるわけでしょ

うか。 

○教育総務課長 ２７年度については、先ほど御説明しましたとおり、収納担当ということで、嘱託員１人雇用

しておりまして、そのほか正規職員、給食係の職員、合わせて３人になりますけれども、基本的にはその係で対

応しております。 

○篠原敏宏委員 それは教育委員会所管の職員、Ｇメンということでしょうか。 

○教育総務課長 Ｇメンという形ではありませんで、教育総務課の給食係の職員になりますので、特別、収納と

か滞納整理に特化した専門的な方というわけではありませんが、職員がやっております。 

○篠原敏宏委員 ほぼ専任というかですね、そちらを主に当たっていただく嘱託の職員さんがおられるというこ

とでしょうか。 

○教育総務課長 ２７年度までは嘱託職員ということで対応しておりまして、専門に特に収納関係をやっていた

だいております。本年度については、正規職員を配置いただきまして、嘱託から正規にということで、正規職員

３人で対応しております。 

○篠原敏宏委員 了解しました。 

○副委員長 ２１７ページ、教育相談研究事業の中の講師謝礼について、これは教科指導とか日本語学校の講師

の謝礼というふうに説明を受けましたが、日本語学校というのは、これは何らかの形で日本で学ぶ外国人の、外

国由来の子供に対する講師という意味でいいんでしょうか。 

○教育総務課長 そのとおりでございまして、市内の小中学校へ通う、小学校へ通う子が主でございますけれど

も、外国籍の方で日本語が難しいという方について、桔梗小学校のほうで週２回、２時間という形で講師をお願

いして日本語学級を開催しております。ちなみに２７年度については、４校に１９人ほど対象となる外国籍の方

がおりまして、その方たちを対象に開催いたしました。 

○副委員長 これは１校当たり何人以上こういう外国籍の子供がいないといけないという制約はあるんでしょ

うか。 
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○教育総務課長 そういったことは多分ないかと思いますので、その通学区にいらっしゃる方で外国籍のお子さ

んが、指定校に通ってくるわけですけれども、基本的に日本語が難しい方については、通常の学習のほかに日本

語学級を別に開催して、そちらで勉強していただいているという状況です。 

○副委員長 指定する学校に通ってきて、そこである一定の規模で講師の先生は日本語を教えられるというイメ

ージなんですかね。 

○教育総務課長 市内の外国籍のお子さんたちを、桔梗小のほうに来ていただいて、そこで日本語を学習してい

ただいているという状況です。 

○副委員長 わかりました。 

○委員長 ほかにはいいですか。 

○丸山寿子委員 ちょっと戻りますが、１６５ページの、あと資料だと６５ページになりますが、ふれあいプラ

ザのところですが、その１番下のふれあいプラザ運営事業で、でもこれ繰り越しと書いてありますが、結婚・出

産応援講座委託料ということで、振興公社のほうに委託事業で出して、結婚、出産に向けた意欲の高揚を図るた

めということで、ライフデザイン講座等を開催したということですが、結構金額も大きくて、これ国か何かから

来た少子化対策のお金だったかと思うんですけれども、本当は継続していただくといいなというふうに思うわけ

なんですが、お金の面で難しいのか、講師は東京のほうから来ていただいて、今まであまり塩尻で集まらなかっ

たような若い男性も含めて来ていただいていたようなんですけれども、講座の内容はいいなと思ったんですが、

継続的な意味っていうかね、その辺どうなのか難しいのかお聞きをしたいと思います。 

○男女共同参画・人権課長 確かに予算的な面もありますので、ふれあいプラザの講座の中で少しですが、これ

に関連したものは取り入れたらということで、今検討はしております。 

○委員長 答えになっている。 

○丸山寿子委員 再度聞きますけど、これ繰り越しって書いてあるのがなぜかちょっとそこをもう一度聞きたい

のと。それから、やはり一度少子化対策か何かで来たものですけど、それは１回限りであって、再度来るという

ものではないというふうに考えればいいってことですか。 

○男女共同参画・人権課長 係長のほうから。 

○委員長 係長お願いします。 

○男女共同参画・人権係長 まず繰り越しがなぜされたかということですけれども、国の補正予算の関係で２７

年の３月に国の補正予算がつきまして、２７年度の事業ということで全額繰り越し、２７年度事業となっており

ます。また、今後の継続した結婚・出産事業ということですけれども、一部産業政策課のほうで委託しておりま

す。振興公社に委託しております部分で、ＫＡＤＯですとか小春日和のほうで、そちらのほうは一部対応をして

いただけるというお話で、今、来年度から進んでいるところです。今、下地で打ち合わせをしております。また、

うちのほうでは、その中で、ふれあいプラザ、男女共同参画として行える事業を、そちらとダブらない内容で事

業を開催できればと考えております。以上です。 

○丸山寿子委員 男女共同参画課のほう、プラザとの絡みで、助産師さんなどが来てくださって、人生の何歳く

らいでどうゆうというような、あるいは、体の変化についてとか、なかなか今の時代医療が進んでいるので、果

てしなくずっと永遠に大丈夫な気がしてしまうというようなことも、最近テレビでもようやくやり始めて、やは
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り早くからライフデザインということも含めて、みんなでしっかり認識していくというようなことで、最近注目

が集まってはいるわけなんですけれど、市内の人材とかを生かしながらやっていくというふうに考えればよろし

いですか。参画課とプラザのほうとして今やっていくという、一部やっていくという。 

○男女共同参画・人権課長 そのとおりでございます。 

○委員長 いいですか。 

○山口恵子委員 ちょっとその関連なんですけれど、長野県のほうの事業でライフデザインセミナーっていうの

がありまして、その対象は若い方、高校生、塩尻ですと志学館高校生が受講されたようなんですけれど、高校生

対象とあと新入職員、社員とか新入職員対象、あとは専門学校の学生さんという、特に２０代の若い方を対象に

されているライフデザインセミナーが長野県で実施されていますが、それが活用できればいいのかなあというふ

うに思っているんですけれど、それはどんなように、利用できるのかどうか、どのようなお考えなのかお聞きし

たいと思います。 

○男女共同参画・人権係長 県で確かにやっておりますけれども、やはりそれは高等学校ですとか、あと会社が

中心になってきておりますので、もし市役所で取り入れるとすれば人事課で職員研修という一貫になろうかと思

いますけれども、今把握しているところでは、やはり利用しているところは高校生、高校３年生ぐらいが多いと

聞いております。 

○山口恵子委員 とても重要な内容というか、その人の人生、豊かな人生を送るための重要な専門的な知識も深

まった内容だと思いますので、市としても担当は人事課になるようですけれど男女共同参画課として声を上げて

いただくのも大事かと思いますので、今後よろしくお願いします。 

○委員長 要望でいいですね。 

○山口恵子委員 いいです。 

○委員長 ほかによろしいでしょうか。 

私から。説明資料の８０ページ、新学習指導要領対応事業について、デジタル教科書の購入を行いましたとい

うことですが、どの程度デジタル教科書の購入ができたのか、あるいは、結構、きのうＮＨＫでやったニュース

の中で、たしかデジタルにすることによって、黒板に書く手間も先生も省ける、ここ、何ページ開きなさいって

すぐやって、やりとりがすぐできるという、非常にいい話を聞いた。そういう認識のデジタル教科書っていうこ

とでよろしいでしょうか。ちょっと確認ですが。 

○教育総務課長 現在使っている学習指導要領に準拠した形での教材ですので、ちょっと詳細については課長補

佐のほうから。 

○学校支援係長 今回のこのデジタル教科書等の購入につきましてはですね、主に２７年度、昨年度、小学校の

教科書改訂がございました。４年に一度あるんですけれども、現行は既に導入しているソフトについて改訂にな

った内容に合わせたデジタル教科書を入れてますので、特別何かこう新しい変わったものを入れたとか、そうい

うことではございませんので、もともとあるものを新しいものに変えているということになります。 

○委員長 ｉＰａｄとかそういうことじゃないですね。 

○学校支援係長 違います。 

○委員長 ありがとうございました。 
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あと、２ページほど戻りまして７８ページ、教育相談研究事業におきまして、不登校傾向の児童生徒に対し、

学校復帰に向けた取り組みを行いました。一般的に言いますと、そういった対応をするフリースクールとかもあ

るんですけども、塩尻市として不登校の子供は人数書いてありましたっけ。その辺、不登校が何人いらっしゃっ

て、増加傾向なのかどうかということをちょっと教えてください。 

○教育総務課長 数字的なものは公表はしてはいないんですけども、不登校といわれる生徒、数字的なもので年

に何日以上という形にはなるんですが、それから、不登校傾向の生徒児童についても増加傾向にあるという状況

でございます。 

○委員長 そうですか。またこれ違うときに質問しますので、これは置いておきます。ほかに皆さんありません

か。 

なければ、次に進みたいと思います。５項社会教育費から６項保健体育費まで、２３６ページから２６７ペー

ジの説明を求めます。５項社会教育費をお願いします。 

○生涯学習スポーツ課長 ２３６ページをお願いいたします。説明資料は８２ページにございますので、よろし

くお願いいたします。５項社会教育費１目社会教育総務費でございます。２３７ページでございますけども、２

つ目の白丸、生涯学習支援事業でございます。１つ目の黒ポツ、社会教育委員報酬１０人分でございますけども、

社会教育委員会議を５回開催したほか、中信地区の協議会、理事会などを含め１２回開催をされております。そ

の他の経費につきましては、地域の自然、文化、それから歴史などをしおじり学びの道・小さな旅、それから同

じく、しおじり学びの道・温故知新の旅というのがございますけども、これにかかわる開催ということで費用が

含まれておりまして、それぞれ各３回開催をしておりまして、延べで１５１人の参加がありまして学習を深めて

おります。 

次ページをお願いいたします。２３９ページをお願いいたします。１つ目の白丸、全国短歌フォーラム事業で

ございます。第２９回の開催ということで、９月２６日、２７日に開催をしております。投稿者数が１，４１４

人、前年対比２３人の増、投稿歌数が２，６８２首、前年対比７８首の増でございました。近代短歌発祥の地と

して、日本語のすばらしさを全国に発信をさせていただき、ＮＨＫの番組として全国放送がされております。２

つ目の黒ポツになりますけども、企画演出委託料、これはＮＨＫエデュケーショナルに委託をした分でございま

す。３つ目の黒ポツ、全国短歌フォーラム事業負担金でございますけども、これらにつきましては、大会当日の

シンポジウムの選者、短歌の選考の謝礼等になります。学生の部につきましては、１１月２９日に開催をしてご

ざいます。 

次の白丸、文化会館運営事業でございますけども、指定管理料でございます。平成８年の１０月の開館から２

７年度は２０周年ということになりまして、記念事業という冠を打ちまして、ＮＨＫのど自慢ほか１１事業を記

念事業として実施をさせていただいております。 

それから、次の文化会館改修事業でございます。舞台照明設備の更新工事を行っております。調光設備でござ

いまして、主基板、それから分岐盤から調光制御盤までの更新工事ということで、株式会社松村電機製作所東京

支店に２カ年契約で契約をさせていただいております。管理につきましては、管理委託料として株式会社伊藤建

築設計事務所塩尻支店にお願いをしてございまして、今年度２カ年目ということで引き続き中ホール、大ホール

の付加設備になりますけども、工事のほうをさせていただきます。 
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次の白丸、成人式運営事業でございます。記念品代につきましては、地区ごとの集合写真代金になります。成

人式につきましては、実行委員会を組織をいたしましておりますので、実行委員会負担金という形で支出をさせ

ていただきまして、これにつきましては、抽選会の景品代、それから恩師の方からのビデオメッセージの謝礼、

それから実行委員会の謝礼などでございます。出席者につきましては、男３０７人、女２４３人、合計５５０人、

出席率は６８．４％でございます。 

次の公民館分館施設整備事業でございますけども、これにつきましては、勝弦公民館ほか１件の公民館改修事

業の補助をさせていただきました。 

次の白丸、地域文化啓発発信事業でございます。これにつきましては、物語シリーズといたしまして、平成５

年から５つの物語を作成しておりまして、平成２５年には歌人物語をやりまして、２６年にそれを印刷をしてお

りますけども、２７年につきましては、ワイン物語ということで、高森町の北沢彰利先生でございますけども、

執筆依頼をした原稿の執筆料が３０万円ということでございます。 

その次の白丸、吉田西防災コミュニティセンター運営事業につきましては、吉田区への指定管理料になります。 

次の２目総合文化センター管理費でございます。１つ目の白丸、総合文化センター管理事業につきましては、

総合文化センターの管理にかかわる経費ということでございます。次ページをごらんいただきたいと思います。

上から３つ目の黒ポツでございますけども、管理業務委託料ということで、これにつきましては、太平ビルサー

ビス株式会社に委託をした分でございまして、施設の清掃、それから電気、冷房、冷暖房設備の保守、それから、

夜間、休日の警備等を委託をしたものでございます。長期契約になってございます。 

それから次の白丸、総合文化センター改修事業でございますけども、２７年度はエレベーターの改修工事をし

てございます。地震時の対応ができるような形で改修をしてございます。 

次の３目公民館費でございます。２つ目の白丸、公民館事業４，１００万円余でございますけども、運営審議

会委員報酬ということで、地区館長、それから分館長の報酬、それから分館主事の報酬などでございます。それ

から下から１１番目になりますけども、印刷製本費１１４万円余でございますけども、これは公民館報しおじり

の発行ということで、全戸配布をさせていただいてあるものでございます。その下、５つ目になりますけど黒ポ

ツ、公民館事業委託料１，４００万円余でございますけども、市内１０地区の館への委託料でございます。 

次ページをお願いいたします。学校開放事業になります。小中学校の学校開放施設を身近な学習施設として利

用をしていただいております。西小学校につきましては夢広場、延べで３２２団体、利用者は４，３４７人。そ

れから西部中学校はまなび庵ということで、延べで２２０団体、利用者３，１２６人。丘中学校は芸術棟という

ことで、延べで１１９団体、利用者２，６８５人でございます。 

次の白丸、公民館施設管理事業でございます。これにつきましては、主に大門、高出、それから楢川地区公民

館の施設管理費になります。 

次の白丸、大門地区センター建設事業でございます。１つ目の黒ポツ、設計委託料、これにつきましては、実

施設計の委託料ということで、次の黒ポツは地質調査の委託料でございます。それから昨年につきましては、大

門公民館の解体工事をさせていただいてございます。それから、用地取得費につきましては、新たな用地として

３８９．７６平米を取得をさせていただきました。現在の状況でございますけども、建築につきましては、松本

土建・清沢土建のＪＶが請け負っておりまして、機械設備については中信水道、電気設備はＴＯＳＹＳで請け負
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っておりまして、現在は建物の基礎のコンクリート打ちが終了したという段階でございます。以上でございます。 

○図書館副館長 続きまして、４目図書館費でございます。１つ目の嘱託員報酬につきましては、本館の図書司

書１８人分でございます。３つ目の丸、図書館事業諸経費、これにつきましては説明資料８３ページ中段もあわ

せてごらんください。市立図書館本館、分館の運営に関する経常的な経費のうち、人件費及び資料費等を除いた

経費でございます。１つ目のポツ、図書館協議会委員報酬につきましては、５月、１１月、３月に開催いたしま

した協議会の委員報酬でございます。３つ目の臨時職員賃金は、計５５人分でございますけれども、本館１２人、

分館２９人、小中学校１４人という内容でございます。次ページをお願いいたします。２４４、２４５ページ、

２つ目の消耗品費でございますけれども、この中にはブックスタート事業に加えまして、２７年度からセカンド

ブック事業を開始いたしまして、その絵本の購入代が含まれております。初年度の実績といたしましては、対象

者５３２人中、配布が３３７冊という状況でございます。これにつきましては、３歳児健診の折にブックリスト

配布をいたしまして、絵本を選んで差し上げるということなんですけれども、図書館に足を運んでいただきたい

という理由からですね、図書館に来ていただいてお渡しするということで、配布結果は対象者の６３％という状

況でございます。これにつきましては、さらに配布率が高まるようにしてまいりたいというふうに考えておりま

す。ページ中ほどの備品購入費でございますけれども、この中には３Ｄプリンターの導入の経費が含まれており

ます。これにつきましては、県の地域発元気づくり支援金を得まして、３Ｄプリンターを図書館に導入し、ビジ

ネス支援という分野で活用をしたというものでございまして、３Ｄプリンター本体５８万３，２００円がこの中

に入っております。 

次の丸、市民読書活動推進事業４９万円余でございますけれども、市民読書活動グループ及びＰＴＡ親子文庫

など市民による読書活動の推進にかかわる経費でございます。 

次の丸、古田晁記念館諸経費は、記念館の運営に係る計上経費でございます。次の２４６、２４７ページ、１

つ目、それから４つ目でございますけれども、設計監理委託料と記念館修繕工事、これにつきましては、展示施

設として利用しております土蔵の雨漏り及び壁のひび割れ等がございましたので、これにつきまして工事で対応

した経費でございます。 

次の丸、本の寺子屋推進事業でございますけれども、説明資料８３ページ下段をあわせてごらんください。本

事業は図書館の重点事業として実施をしております信州しおじり本の寺子屋に係る経費です。２７年度からは子

ども本の寺子屋を始めまして、それに関する経費が含まれております。１つ目の講師謝礼１０７万円余でござい

ますけれども、講演会等１３回分の講師、ナビゲーターなど２２人に支払った謝礼でございます。年間を通じま

しての実績といたしまして、本の寺子屋につきましては計９３６人、子ども本の寺子屋に関しましては２９４人

という参加者でございました。 

次の丸、図書館サービス基盤整備事業、説明資料８４ページ上段をあわせてごらんください。図書館の基盤と

なる資料及びシステム設備などに関する経費でございます。１つ目の消耗品費は、雑誌の購入費５，０１５冊を

購入いたしましたけれども、４２９万円余、また、資料の管理に使いますＩＣタグ約２万個、１６４万円余、新

聞紙代、これは本館で２１紙購入をしておりますけれども、６１万円余などがこの主なものでございます。４つ

目の図書データ作成等委託料は、図書館のシステムで資料を管理する上で必要な書誌データに関する経費でござ

います。７つ目の点、備品購入費につきましては、地下に閉架書庫がございますけれども、この空きスペースに
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電動式の書架を増設したものでございます。図書館建設時に蔵書の増加を見込みまして、レールのみ敷設をして

ございました。そこに当初導入したものと同様の製品を増設をしたという内容でございます。導入によりまして、

約９万冊程度の使用量の増加が図られたという内容でございます。最後の点、図書購入費は、図書の購入費用で

ございます。１万５，５０２冊を購入いたしまして、平成２７年度末の蔵書数は、本館、分館合わせまして４５

万５，８１６冊となっております。 

○生涯学習スポーツ課長 続きまして、５目平出博物館費になりますけども、ここにつきましては、主に平出博

物館の施設、それから遺跡公園の運営費と博物館事業にかかわる費用になりまして、市民への歴史学習の機会等

を提供し、市民の地域への愛着や生涯学習、それから地域文化を育む一翼を担ったものでございます。 

２４７ページの２つ目の白丸、平出博物館運営事業ですけども、上から５つ目の黒ポツになりますけども、講

師謝礼等につきましては、歴史大学の２講座、土曜サロン５講座等の開催の経費になります。その下、５つ目に

なりますけども、原稿の執筆謝礼とそれから下の４つ目になります印刷製本費でございますけども、博物館紀要、

それからノートの発刊にかかわる経費でございまして、２７年度につきましては、ひらいで絵地図というものを

地元の住民の皆さんの協力をいただきまして作成をしました。これにつきましては、平出遺跡及び平出集落等の

文化財や景観など、地域の資源を素材に地域全体を１つのまとまりとし、絵地図の形で表現をして提案をしたも

ので、平出地域を訪れる皆さんに御利用をいただいております。それから一番下の営繕修繕料でございますけど

も、博物館施設等の修理にかかわる費用ということで、汚れました展示ブースの内装の張りかえなどを行ってお

ります。次ページをお願いいたします。上からちょうど真ん中とこら辺になりますけども、黒ポツの園庭整備委

託料ということで６４万５，０００円余というのがありますけども、これにつきましては、平出歴史公園、それ

から平出遺跡公園等の除草等の作業をシルバー人材センターに委託をしたものでございます。 

次の白丸、平出遺跡公園事業でございます。１つ目の黒ポツ、臨時作業員賃金とその下５つ目になります消耗

品費ですけども、遺跡公園のガイダンス棟で行われております体験学習等の経費になります。２７年度につきま

しては、体験学習の参加者は延べで９，０００人を超えまして、子供たちが勾玉づくりなどの体験学習に取り組

みをしてございます。下から４つ目の営繕修繕料につきましては、公園内の復元住居等の屋根の修理、修繕費用

になります。 

次のページをごらんいただきたいと思います。１つ目の白丸、平出博物館耐震改修事業ということで、地質調

査の委託料ということで１５１万円余ございますけども、博物館施設敷地内の地質のボーリングを１カ所実施を

してございます。調査結果ですけども、当該敷地につきましては、堆積した砂れき等が主になっておりまして、

基盤岩、いわゆる基礎のかたい部分でございますけども、これは深度１６メートル程度という深い位置にあると

いう調査結果でございまして、地下水は高く降雨によって地盤は変動しやすい。それから、地層の状態から地盤

の液状化が懸念されるというような結果が報告をされてございます。 

○こども課長 続きまして、６目青少年育成費をお願いいたします。決算説明資料は８５ページの上段となって

おりますのでよろしくお願いします。こちらにつきましては、青少年の健全育成のほか、青少年補導活動と環境

浄化を推進した経費となっております。備考欄最初の白丸、嘱託員報酬３３０万円余につきましては、こども課

に勤務しております青少年補導センターの指導員１名分となっております。 

次の白丸になります。青少年育成事業８４６万円余につきましては、健全育成のための啓発事業が主なものと



55 

 

なっております。最初の黒ポツ、補導委員報酬１９５万円余は、青少年補導委員９９人分の報酬で、１４班編成

の補導委員が青少年の非行防止、早期発見等を目的に、街頭補導、列車補導、一般店舗の巡回と、補導活動への

協力要請を行ったほか、有害自動販売機につきましても、設置状況の調査、商品点検等の監視活動を実施いたし

ました。有害自販機につきましては、規制条例に基づく販売業者への指導を徹底し、規制対象商品を販売する自

販機は現在ゼロ台で継続をしておりますが、条例による規制対象外であります衣類等を販売する自販機が６台設

置しておりますので、今後とも地元の皆さんとともに監視活動を継続しながら、引き続き撤去要請を図ってまい

りたいと考えております。下から３番目の黒ポツになります。青少年健全育成事業補助金４９６万円余につきま

しては、地域の健全育成事業を促進するため、市内１０地区の連絡協議会を通じまして、補助金を交付し、各区

の子供会育成会の活動に対して支援をいたしました。１つ置きまして次の黒ポツ、子どもの活動拠点づくり補助

金３６万円余は、市内４地区１０教室で実施されたドッジボール、ソフトテニス、太鼓、卓球等の運動や文化活

動を支援したものでございます。 

○生涯学習スポーツ課長 次の白丸、柏茂会館運営事業でございます。社会教育施設であります柏茂会館の管理

運営にかかわる経費でございまして、上から６つ目の黒ポツになりますけども、営繕修繕料、これにつきまして

は、老朽化をした畳がえ、それから畳の下の板の部分、根太等が痛んでおりましたので、それの修理にかかわっ

た費用でございます。 

その次の白丸、塩嶺体験学習の家運営事業でございます。こちらも社会教育施設でございまして、学習の家の

管理運営にかかわる経費ということでございます。 

次のページをごらんいただきたいと思います。７目の文化財保護費になります。１つ目の白丸、埋蔵文化財保

護事業、それから、４つ下になりますけども、平出遺跡発掘整理事業、これにつきましては、文化財保護法に基

づく文化財調査等の保護施策、それから、平出遺跡の発掘調査による出土品の記録保存にかかわる遺物の整理や

処理等にかかわる経費になってございます。 

上から４つ目になりますけども、国指定文化財修理事業ということで、国指定重要文化財堀内家住宅の保存、

修理事業にかかわる市の補助金でございます。以上でございます。 

○男女共同参画・人権課長 続きましてその下、８目の男女共同参画推進費でございます。決算説明資料のほう

は８５ページにもありますので、あわせてごらんください。決算書の備考欄、まず２つ目の白丸になりますけど、

やさしく女と男推進事業のうち２番目の黒ポツ、女性相談員報酬と次のページ２５５ページの一番上の黒ポツで

ありますけど、女性相談員社会保険料、これにつきましては、ＤＶ相談を含めました女性相談員の費用となりま

す。次の手話通訳者賃金、講師謝礼、下から２番の黒ポツになりますけども、傷害保険料は、市民グループとの

協働で研修会、講演会等を開催し、人材の育成、啓発活動を行ったものの経費となります。一番下の黒ポツ、男

女共同参画推進事業補助金につきましては、市民団体が行います男女共同参画を推進する事業に対して事業費の

２分の１の補助を行ったものです。 

次の白丸、男女共同参画啓発事業ですが、１つ目の黒ポツ、情報誌編集委員謝礼につきましては、年２回発行

いたしました男女共同参画情報誌「共に」の編集員４人への謝礼でございます。一番下の黒ポツ、印刷製本費は

この情報誌「共に」の印刷を行ったものでございます。以上です。 

○生涯学習スポーツ課長 次の９目短歌館費になります。２つ目の白丸、短歌館運営事業でございます。５つ目
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の黒ポツ、講師謝礼でございますけども、塩尻短歌大学４回を開催をして、１０１講から１０４講になりました。

４回の合計が３５４人参加をいただいております。それから、春、夏、秋ということで企画展を開催をして、延

べで２，１８７人の方に来ていただいております。 

次ページをごらんいただきたいと思います。１０目の自然博物館費になります。２つ目の白丸、自然博物館運

営事業でございます。下から５つ目になります。企画展展示等委託料でございますけども、企画展につきまして

は、塩原真澄写真展、それから、夏休みの昆虫展ほか４展ありますし、自然科学講座を２回、自然観察会を５回

開催をしてございます。 

次の１１目本洗馬歴史の里運営費になります。これにつきましては、主に本洗馬固有の歴史文化を中心に、本

市の中世以降の歴史文化にかかわる生涯学習や活動にかかわる経費及び資料館の運営経費になります。 

２つ目の白丸、本洗馬歴史の里運営事業４つ目の黒ポツ、講師謝礼、それからその下の企画展謝礼、下から４

つ目にあります消耗品費、それから一番下の印刷製本費、これらにつきましては、釜井庵寺子屋塾など５講座、

企画展４回の開催の経費になります。 

次のページをごらんいただきたいと思います。一番下の黒ポツになります備品購入費７万円でございますけど

も、仙石翠淵の木版画になりますけども、牛伏寺書画会の購入費用ということで購入をさせていただきました。 

それから、１２目町並み保存推進費でございます。１つ目の白丸、町並み保存推進事業でございます。これに

つきましては、本市の伝建審議会及び全国の伝建協の総会など協議会の負担金になります。 

次の白丸、重伝建整備事業でございます。５つ目の黒ポツになりますけども、国宝重要文化財等保存整備事業

補助金ということで、奈良井、木曽平沢の修理・修景事業にかかわる７件分の補助金でございます。 

次の白丸、重伝建防災施設整備事業でございますけども、木曽平沢地区の消火栓などの防災施設整備の３年に

わたっておりますけども、３期の工事ということで、工事費及び管理料ということでございまして、平成２７年

度で防災施設整備事業が完了をしてございます。 

１３目楢川地区文化施設費でございます。主な支出につきましては、歴史民俗資料館、それから中村邸、贄川

関所、木曽漆器館の４館を訪れる観光客の皆さんに、案内、説明、入館料の徴収などを行う臨時職員の賃金等で

ございます。次ページをお願いいたします。２６１ページでございますけども、下から５つ目になりますけども、

警備委託料ということで、セコムへの警備委託料でございます。 

それから、１４目の芸術文化費でございます。下から２つ目になりますけども、芸術文化事業委託料というこ

とで、春の芸術祭、秋の文化祭、音楽祭等の６事業の委託料でございます。その下の芸術文化事業補助金、これ

につきましては、多くの団体、サークルが芸術文化活動を行っておるところでございますけども、それぞれの団

体等で５年目であったり、１０年目というような節目の記念事業ということに対しまして、申請団体に対して２

分の１以内、限度額４万円でございますけども、これらの補助金を出させていただいているものでございます。 

６項保健体育費１目保健体育総務費でございます。２つ目の白丸、市民スポーツ振興事業でございます。一番

下の黒ポツになりますけども、スポーツ振興事業負担金ということで、ぶどうの郷ロードレースの事業負担金で

ございます。昨年につきましては、第７回ということで２，０６６名の参加がございまして、前回第６回に比べ

まして２６６人の増というふうになってございます。 

次ページをお願いしたいと思います２６３ページをお願いします。１つ目の白丸、スポーツ活動支援事業でご
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ざいます。１つ目の黒ポツ、体育事業推進協力者等謝礼ということで、これにつきましては、学校施設開放の正

副利用委員長さんへの謝礼となっております。次の黒ポツ、全国大会、国体出場者の激励金になります。それか

ら、その２つ下になりますけども、市民スポーツ活動補助金につきましては、武道大会や、わんぱく相撲への補

助金なりまして、その下の市民スポーツ普及事業負担金につきましては、スケート場の利用の助成になります。 

それから次の白丸、競技力向上事業でございますけども、市の体育協会への活動補助やスポーツ振興事業の委

託によりまして、競技スポーツの振興とスポーツ団体等の育成を図るものでございます。 

続きまして、次の白丸、健康スポーツ推進事業でございますけども、生涯スポーツを推進するために委嘱をし

ておりますスポーツ推進員３２名、それから普及員２８名分の報酬になっております。３つ目の黒ポツ、健康ス

ポーツ推進事業協力者謝礼ということで、スポーツ推進委員、それから普及員の皆さんの体育イベント等への出

席の謝礼になってございます。それから下から２つ目の黒ポツ、スポーツ推進委員協議会等補助金ということで、

これは会議費、研修費等、独自事業等への補助金になっております。 

１つ飛んで次の白丸、塩尻トレーニングプラザ運営事業でございます。これにつきましては、指定管理者制度

によりまして、体力つくり指導協会に管理委託をしてございまして、２４年から２８年ということで５年間指定

管理をしていますけども、それの指定管理料１年分ということになります。 

それから２目の体育施設費でございます。２つ目の白丸、体育施設管理運営事業でございます。これにつきま

しては、市内の各施設の光熱費や修繕費など直接的な維持管理費のほか、市の体協、それからシルバー人材セン

ターへの施設管理委託料、それから体育施設予約システムの保守の点検委託料など、また、そのほか主なものに

つきましては、昨年、小坂田の市民プール閉園になりましたけれども、臨時職員の賃金等でございます。 

次ページをお願いしたいと思います。１つ目の白丸になります。体育施設整備事業になります。年次的に進め

ております施設整備の経費でございまして、老朽化をした施設の営繕修繕料、それから、体育施設改修工事等で

ございますけども、昨年度行った主なものは、吉田小学校のグランドの防球ネット、それから、屋内ゲートボー

ル場の屋根の改修をしてございます。 

次の白丸、中央スポーツ公園改修事業につきましては、公園施設改修工事につきましては、中央スポーツ公園

のなかよし通りの歩道の改修及び排水浸透ますの設置をさせていただきました。 

最後になりますけども、白丸、新体育館建設事業つきましては、昨年行いました新体育館建設に関するアンケ

ートにかかわる費用になります。以上でございます。 

○委員長 ありがとうございました。 

ここで移ろうと思うんですが、時間的に大分押していますので、区切りのいいところでございますので、本日

の審査はここまでといたします。あすの１０時からまたよろしくお願いします。お疲れさまでした。 

１つある。 

○健康づくり課長 よろしいでしょうか。 

○委員長 ちょっと待ってください。お願いします。 

○健康づくり課長 先ほどの木曽広域連合の負担金、一次救急に関するものでございますけれども、一次救急の

負担金としては、木曽病院に来ている一次救急分の事業費を負担しているという意味でありまして、実際に救急

車が来てですね、その方をどこに搬送するか、搬送先には特に関係がないということになります。搬送先とする
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と、通常一番近いところで、木曽病院が近いんですけども、木曽病院で二次医療が必要という話になればそちら

でもって治療いたしますし、受け入れ先に、本人の希望もお聞きした上で受け入れ先として松本市の病院にも連

れていくことがあると。その場合は、連れて行った先によって負担金が違うということではなくて、木曽広域連

合の救急車が出動した回数をもとにしておりますので、ちょっと私も混同してしまいましたが、一次医療機関、

二次医療機関ということではなくて、負担金の基礎となっているのは一次救急の部分だということでございます。 

○委員長 ということですが、よろしいでしょうか。 

ありがとうございました。それでは、きょうはこれで終了といたします。あすまたよろしくお願いします。あ

りがとうございました。 

午後４時２６分 閉会 

 

 

 

 

 

 

平成２８年９月１２日（月） 

 委員会条例第２９条の規定に基づき、次のとおり署名する。 

 

  福祉教育委員会委員長  西條  富雄  印 


